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第２回定例会議事日程（第２号） 

 

第１ 一般質問 

  中村敏彦君 

   １．熊本地震と防災計画について 

    （１）多くの犠牲を出した熊本地震で、蒲島・熊本県知事が「想定外だった」とコメン

トしたことが指摘されているが、熊本地震に関する市長の率直な感想を伺う。 

    （２）５月９日の南日本新聞は「防災計画 甘さ露呈」と報じているが、熊本地震から

何を学び、本市の防災計画および市民の安心・安全のための施策にどのように生か

すか、市長の見解を伺う。 

    （３）熊本地震は「原発廃炉」を示唆しているが市長の見解はいかがか。 

   ２．消防職員定数改善について 

    （１）県内消防本部の消防力整備指針に基づく定数と本市の現状を伺う。 

    （２）昨年の台風15号並びに本年４月の熊本地震を踏まえると、消防職員定数を改善す

べきと考えるが市長の見解を伺う。 

   ３．通学路の安全対策について 

    （１）平成24年、27年に危険箇所としてリストアップした通学路の安全対策・改善の進

捗状況はいかがか。 

    （２）国道・県道・市道において、停止線やゼブラゾーン等が不明瞭な箇所が散見され

るが、定期点検と改善計画はどのようになっているか。 

  東 育代君 

   １．防災体制の整備について 

    （１）大規模災害発生時の対策について 

      近年、全国的に想定外の大規模（複合）災害が頻繁に発生している。本市において

大規模災害が発生した際には、どのような対策を行い、また支援を受入れていく考

えか。 

      ①他自治体からの支援やボランティア等の受け入れ体制について伺う。 

      ②消防団や福祉施設、学校等との連携をどのように考えるか。 

      ③仮設住宅等の設置場所について伺う。 

      ④食料品等の備蓄状況について伺う。 

      ⑤避難所における災害弱者への配慮等環境整備について伺う。 

    （２）災害を受けた他自治体からの避難者等の受け入れについてはどのように考えるか。 

   ２．子育て支援と人口減少対策について 

     県平均と比較して、年少人口・生産年齢人口の割合がともに低く、老年人口の割合は

高い。人口減少対策には、子育て世代への支援が最も大切である。本市の現状と市長の

考えを伺う。 

    （１）子育て支援センターの取組みについて伺う。 

    （２）市教育支援センターの整備について伺う。 
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    （３）児童発達支援と療育事業の整備，運営について伺う。 

    （４）子育て支援サポーター養成について伺う。 

  西別府 治君 

   １．災害時における総合体育館の役割について 

    （１）総合体育館の避難所指定について伺う。 

    （２）総合体育館の災害時の役割について伺う。 

    （３）大規模災害時における総合体育館の本部代替施設としての位置付けについて伺う。 

   ２．鳥獣被害対策について 

    （１）鳥獣被害状況と里山環境の現状について伺う。 

    （２）鳥獣被害防止対策の実施状況について伺う。 

    （３）冠岳、生福及び川上地区を中心に深刻化しているニホンザル被害の対策強化につ

いて伺う。 

  福田道代君 

   １．川内原発について 

    （１）熊本地震から薩摩半島西方沖地震が頻発しているにもかかわらず、川内原発は動

き続けているが稼働を止めて点検すべきと思うが、市長の見解を伺う。 

    （２）複合災害が発生した場合の避難経路に対し、市民の多くが疑問を持っている。本

市の避難計画を見直す必要があるのではないか。 

   ２．減災対策について 

    （１）建物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための本市の基本的方針について伺う。 

    （２）建物の耐震診断及び耐震改修に対する補助制度の整備はできないか伺う。 

   ３．消防体制について 

     本市では地域住民の高齢化、過疎化に伴い、消防団員も減少傾向にある。必要な消防

力の確保のため、人員体制の強化が必要ではないか。 

   ４．公約違反のＴＰＰについて 

     ＴＰＰは本市の農業に大打撃を与え、食の安全、医療、保険など深刻な影響を及ぼす

ＴＰＰに市長は撤回の態度を表明すべきではないか。 

   ５．公共施設の改善について 

    （１）アクアホールの２階会議室はトイレが無く、高齢者や障害者の利用に支障をきた

している状況であり、階段にリフト等の設置はできないか。 

    （２）市来地域公民館を市民の利便性向上を図るため、日曜日の開館はできないか。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 本日の会議に付した事件 

  議事日程に同じ 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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本会議第２号（６月１６日）（木曜） 

 

 出席議員  １７名 

     １番  松 崎 幹 夫 君      １０番  濵 田   尚 君 

     ２番  福 田 道 代 君      １１番  東   育 代 君 

     ３番  田 中 和 矢 君      １２番  竹之内   勉 君 

     ４番  平 石 耕 二 君      １４番  下迫田 良 信 君 

     ５番  西中間 義 德 君      １５番  原 口 政 敏 君 

     ６番  中 村 敏 彦 君      １６番  宇 都 耕 平 君 

     ７番  大六野 一 美 君      １７番  福 田 清 宏 君 

     ８番  楮 山 四 夫 君      １８番  中 里 純 人 君 

     ９番  西別府   治 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 欠席議員  １名 

    １３番  寺 師 和 男 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局       長  東   浩 二 君   主       査  石 元 謙 吾 君 

補       佐  岡 田 錦 也 君   主       任  軍 神 卓 也 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 

 説明のため出席した者の職氏名 

市       長  田 畑 誠 一 君   市 来 支 所 長  下迫田 久 男 君 

副   市   長  中 屋 謙 治 君   教 委 総 務 課 長  木 下 琢 治 君 

教 育 長  有 村   孝 君   消 防 長  原 薗 照 明 君 

総 務 課 長  中 尾 重 美 君   まちづくり防災課長  瀬 川   大 君 

政 策 課 長  満 薗 健士郎 君   観 光 交 流 課 長  末 吉 浩 二 君 

財 政 課 長  田 中 和 幸 君   都 市 計 画 課 長  久 徳   工 君 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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平成28年６月16日午前10時00分開議 

 

 

   △開  議 

○議長（中里純人君） これから本日の会議を開き

ます。 

────────────── 

   △日程第１ 一般質問 

○議長（中里純人君） 日程第１、一般質問を行い

ます。 

 これより通告順により、順次質問を許します。 

 まず、中村敏彦議員の発言を許します。 

   ［６番中村敏彦君登壇］ 

○６番（中村敏彦君） おはようございます。通告

に従い、３件について順次質問を行ってまいります。 

 震度７を超す地震が２回も発生した熊本地震、一

昨日をもって３カ月目に入りました。折しも、今日

は1966年、50年前に発生いたしました羽島大火から

50年という新聞記事が載っておりました。120戸以

上が焼失したにもかかわらず、人命に影響はなかっ

たという記事でございました。そういうときに、防

災に関する質問をすることになりました。 

 熊本地震、死者49人、関連死20人、安否不明１名、

住宅の全半壊及び一部損壊14万5,000棟という大き

な被害をもたらしました。当初、４月14日発生の地

震が本震とされましたが、再び16日に震度７が発生

したことで、14日の地震は前震であったと訂正され

ました。 

 その後、５月31日現在1,613回という余震が発生

し、いまだに続いておりますが、被災された熊本及

び大分両県の県民の皆様に心からお見舞いを申し上

げます。あわせて、いち早い支援体制をとられた本

市の対応を評価し、派遣された職員の方々の御苦労

に敬意を申し上げます。 

 さて、熊本地震では多くの犠牲を出しましたが、

蒲島熊本県知事の想定外だったというコメントがマ

スコミ等で指摘されております。 

 広報いちき串木野５月号には、６ページに及んで

支援活動の経過と被災状況、災害時の留意点などを

「その時に備えて」と題して記載されております。

現実に起きた被災状況を知ることによって、防災意

識の喚起を図ることはもちろん大事なことでありま

すが、広報を読まれた市民の方から、あるいは市民

と語る会を含め、行政として何を学ぶかがその記事

から見えないという率直な意見も伺っております。 

 そこで、質問です。 

 熊本地震を間近に経験し、また熊本地震に誘発さ

れたと思われる西部沖地震も頻発いたしましたが、

このような状況を踏まえて、市民の命を守り、安

心・安全なまちづくりに向けて市長はどのような感

想といいますか、決意を持たれたのか伺いまして、

壇上からの質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） おはようございます。中村

敏彦議員の御質問にお答えをいたします。 

 今回の熊本地震は、震度７クラスの揺れが２回も

続発し、その後も余震がかつてないほど長期にわた

って続き、40名以上の尊い命が犠牲になるなど甚大

な被害をもたらしましたことは、今、中村議員お述

べになったとおりであります。お亡くなりになられ

た方々の御冥福をお祈りするとともに、被災者の皆

様方に謹んでお見舞いを申し上げる次第であります。 

 九州における未曽有の大災害となったことに大き

な衝撃を受けたところであり、復興へ向けて、国は

もちろん、日本全体として支援に継続的に取り組ん

でいくべきであると強く感じております。本市とし

ましても、市民の皆様や関係団体の御協力のもと支

援物資や義援金をお届けし、職員の派遣も行うなど

支援に取り組んだところであります。 

 現在も被災地の皆さんは不自由な生活を強いられ

ている状況であり、一日も早い復興、復旧を願わず

にはいられません。震災の状況を目の当たりにして、

市民の命を守り、安全・安心を確保するため、大災

害があることを想定して、市としての防災体制づく

りや市民への防災意識の啓発など、あらゆる観点か

ら十分に備えをしておくべきだと改めて強く思った

ところであります。 

○６番（中村敏彦君） 市長も大災害に備えて、対

策あるいは備えを進めなければならないとおっしゃ

られました。先ほど申し上げましたとおり、九州で
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も震度７の地震が発生することが衆目の一致すると

ころになったわけで、それを前提としたまちづくり

を今回の地震は示唆していると思っております。 

 先ほど申し上げました広報５月号４ページ、多分

市長も目を通されているんですが、この中に想定さ

れる災害状況として、死者430人、建物被害6,400棟、

断水、停電、避難者等々の想定数が記載されてござ

います。ここに記載されております想定した地震と

被害の見直しについて、市長は検討し直すという考

えはあるかないか、お伺いします。 

○市長（田畑誠一君） 先月、５月号の広報紙に掲

載しました想定される地震と被害につきましては、

県が行った地震等災害被害予測調査の結果による、

発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの地震

の想定に基づくものであります。本市の地域防災計

画においても、県の防災計画同様、災害の想定に反

映させているところであります。 

 今回の熊本地震の検証から得られる知見等につい

ては、県防災計画の見直しの状況を踏まえながら、

本市の地域防災計画にも反映させていきたいと考え

ております。 

○６番（中村敏彦君） 市長、県の防災計画の見直

しを参考にと言われましたが、これは聞き間違いか

もしれませんが、マスコミによると県知事は防災計

画の見直しはしないみたいな報道がされたんですけ

ど、やっぱり市独自で熊本地震を参考にして、しっ

かり防災見直しをすべきじゃないかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたけれ

ども、県の防災計画の見直しの状況等を踏まえなが

ら、本市としても地域防災計画に反映をさせていき

たいという考えであります。 

○６番（中村敏彦君） それでは、とりあえず見直

しを前提にして、これまた広報にもございますし、

実は５月９日の南日本新聞が「防災計画 甘さ露

呈」という見出しで記事になっております。記事の

内容は、つまり簡単に言えば、行政としての危機管

理、予測と現実に乖離があった、直下型地震に対す

るいわゆる行政の意識の甘さというか、そういうこ

とを指摘しております。 

 この南日本新聞が指摘していることに対すること

を市長の防災計画検証に活かすかどうか、参考にさ

れるかどうか、それを伺います。 

○市長（田畑誠一君） 私も５月９日の南日本新聞

の紙面を拝見いたしました。改めて危機管理の難し

さを感じたところであります。 

 大規模災害になればなるほど予測しがたい事象が

発生し、リアルタイムで状況が変動するような混乱

の中で、それらに対応した対策を講じていくことは

並大抵のことではなかったであろうと推測をしてお

ります。 

 しかしながら、紙面にもありましたように、あら

ゆることを想定するのが本当の危機管理であります

ので、改めてこの熊本地震を重要な教訓として、本

市の危機管理に活かさなければならないと感じたと

ころであります。どのような大規模災害が発生して

も、市民の生命、財産を守り、被害を最小限にとめ

るための防災・減災対策であるべきことを再認識し、

本市地域防災計画の充実を進めてまいりたいと考え

ております。 

○６番（中村敏彦君） 全くそのとおりで、防災・

減災について、本当に真剣に取り組まなければなら

ないと思うんですが、それで、先ほど挙げた広報の

４ページの一番下のほうに、本市の減災に向けた市

の政策が記載されております。７項目が書いてあり

ますが、この７項目に沿って、若干、今まで一般質

問等で取り上げた問題もありますので、質問を続け

ていきたいと思っております。 

 減災に向けた市の取り組み、これが記載されてお

ります。この中で、一番上ですね、土砂災害危険箇

所の改修計画をこれまで私も聞いてまいりましたし、

ほかの議員も取り上げてきました。 

 例えば、平成25年９月に中村の質問に対して、土

砂災害危険箇所が荒川、旭など６地区243カ所、そ

のうち要整備箇所が126カ所で、整備済みが76カ所

で60.3％の整備率であるという答弁でございました。

加えて、市内16地区のうちの残りの10地区について

は、その時点で県において調査が終わり、集計中で

あると答弁されておりましたが、要整備箇所がさら

に、先ほど言いました126カ所から増えたのか。増
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えたのであれば、追加された箇所を含めた整備状況

と計画を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 市民の皆さんの安全を守る

ために今、お述べになられましたとおり中村議員を

はじめ、同僚議員の方々からたびたび土砂災害警戒

区域について御質問をいただいております。 

 今、お述べになられましたとおり、平成25年９月

に回答いたしました６地区243カ所の調査が完了し、

その後、27年度までに残りの10地区において調査が

行われ、16地区494カ所について調査の集計が完了

をしております。 

 要整備箇所につきましては、既に市内全域を調査

してあることから変更はなく、要整備箇所は126カ

所あり、そのうち整備済み箇所は76カ所で、整備率

60.3％と同じ数値となっております。また、現在の

整備状況としましては、芹ヶ野地区の栗山追川１砂

防事業と木場迫地区県単急傾斜事業の２カ所で整理

がされているところであります。 

○６番（中村敏彦君） 危険箇所は16地区の494カ

所増えたけれども、要整備箇所はもう既に平成25年

時点で市内全域を調査した結果が126カ所で、この

数は変わらないということですね。はい。 

 これはまた後で取り上げますが、次に、指定され

ている避難所、これもこの広報に書いてありますの

で、指定されている避難所の耐震化は100％整備さ

れていると思うんですが、ただ、今回の場合のよう

に震度７が２回以上続いて大きな被害を受けており

ます。そういう意味で、そういう揺れに耐えられる

かどうか、再審査が必要ではないかと私は思うんで

すが、市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 本市では、避難所に指定し

ている市の公共施設が市総合体育館を含めて34施設

あります。このうち27施設で耐震化を図っておりま

す。残りの７施設については、施設規模が耐震基準

の対象外となっていることから、地震災害の場合は

同地区内の他の施設を代替避難所とすることとして

おります。 

 再審査につきましては、現在の建築基準法の新耐

震基準では、震度６強から震度７程度の大規模地震

でも人命に危害を及ぼすような倒壊はしないとする

基準となっておりますが、今、お述べになられまし

たとおり、今回の熊本地震の検証等を踏まえ、耐震

基準が改正されれば再審査も必要となってきますの

で、今後の耐震基準の改正をめぐる動向を注視して

まいりたいと考えております。 

○６番（中村敏彦君） 熊本地震でも、たしか57年

以降の耐震基準に沿って建築された建物がたくさん

壊れていますよね。そういう意味では、現在の耐震

基準で果たしていいのかというのはあるんですが、

そこに対する市長の見解はどうなんでしょう。 

○市長（田畑誠一君） 現在の建築基準法の耐震基

準は、さっき申し上げましたとおり、震度６強から

震度７程度の大規模地震でも人命に危害を及ぼすよ

うな倒壊はしないという基準になっております。し

かしながら、先ほどからお述べになっておられます

ように、今回の熊本地震を検証するとき、耐震基準

が改正されるのであれば再審査も必要となってきま

すので、市としては今後の耐震基準の改正をめぐる

動向を注視していきたいというふうに考えておりま

す。 

○６番（中村敏彦君） 市独自で審査をしたほうが

いいんじゃないかと私は個人的に思うんですが、次

に進めます。 

 南阿蘇村、西原村、益城町の家屋倒壊などの被害

は甚大でした。また、宇土市、八代市、大津町、益

城町など五つの市と町では本庁舎が損壊して、体育

館や公民館で行政業務を再開しておられます。熊本

市民病院は機能不全で、既にもう建て替えが計画さ

れたということをお聞きしております。 

 そういう意味で、公共施設の災害への備えは万全

なのかどうか。それと、ここに断層地図がございま

すが、特に五反田川断層、市来断層の上に公共施設

はないのかどうか。先ほどの34避難指定施設も求め

てですが、あるとしたら、点検と改善の方向性をつ

くるべきじゃないか。また、もしものことを考えて、

その断層付近に住んでおられる皆様方の民間住宅の

戸数把握も必要ではないかと思っております。この

ことに対する市長の御見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、御質問の中でお述べに

なられましたとおり、本市には五反田川断層が西薩
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町付近から薩摩川内市、樋脇町市比野付近まで、お

おむね五反田川北側に沿って内陸で約17キロメート

ルにわたって分布すると言われております。直下型

の地震が発生した場合は、断層に沿った地域で特に

大きな揺れが懸念をされます。断層はおおむね五反

田川北側の山間部を通っていると推定されており、

断層の周辺には学校などの公共施設も存在しており

ますが、そのほとんどの施設が耐震化されていると

ころであります。 

 断層上の民間住宅につきましては、断層周辺の戸

数は把握はしておりませんが、５月末現在で断層周

辺と想定される野平地区には468世帯、上名地区に

は1,355世帯、生福地区には652世帯、冠岳地区には

142世帯が居住をされている状況にあります。 

○６番（中村敏彦君） 私の質問の趣旨は、もし、

先ほど申し上げました熊本地震の断層近くで、例え

ば南阿蘇村、西原村、益城町等々でたくさんの被害

を受けていますので、仮にそういう直下型地震が起

きたときの対応として把握すべきではないかという

問題提起でございます。そういう意味では、そうい

うときの連絡体制とか、特に連絡体制ですね、そし

て避難経路の示し方とか、あるいは次の質問にも入

れていますが、直下型地震が発生した場合、そこの

付近に指定している避難所の代替避難所もちゃんと

しっかりつくっておくべきではないかという意味で

の質問でございます。 

 そういう意味で、特に断層近くにあります指定避

難所の代替施設等々は、現状でちゃんとしっかり計

画されているかどうか、そして、なければ今後どう

していくのかを含めて質問します。 

○市長（田畑誠一君） 本市では、主要避難所であ

る第１避難所を18カ所、必要に応じて開設する第２

避難所を28カ所に加え、大規模災害時の総合的な避

難所として開設する総合体育館の合計47カ所の避難

所を指定しております。 

 各地区に複数の避難所を指定しており、市内全域

に広範囲に設置されておりますので、避難所の被災

状況に応じて、近隣の第２避難所を代替避難所とし

て位置づけるとともに、総合体育館を利用してまい

りたいと考えているところであります。 

○６番（中村敏彦君） 先ほど、市長の答弁で野平

地区とか上名地区とかの世帯数を言われました。そ

れぞれの地区の交流センターも避難所になっている

と思うんですよね。その個々の避難所がもし使えな

いというか、そういう事態になったときの代替避難

所を市民に対するやっぱりＰＲというか、平時でも

ちゃんとしっかり伝えておくというのは大事じゃな

いかなと思っているんですが、そのことについての

市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、御懸念なさっておられ

るとおり、こういう場合は極めて緊急な場合であり

ますから、突発的に起こるわけでありますから、今、

おっしゃいましたとおり、第１、第２と避難所も用

意しておりますけれども、やはり代替の避難所につ

いても、日ごろの訓練といいますか、そういった周

知方、啓発というのが非常に大事だと心得ていると

ころであります。 

○６番（中村敏彦君） 熊本でも、実際、仮設候補

地の確保に苦慮されていますが、この前の６月６日

の南日本新聞に、県内の仮設候補地確保に苦慮して

いるという記事がございました。その中で、特にい

ちき串木野と奄美市が仮設候補地の確保に苦慮して

いるという記事がございましたが、今後、どのよう

にされていくのか。山間地が多いので、なかなか厳

しいというコメントも書いてありましたが、だとし

たらどうするのかというのもありますので、答弁あ

りましたら、お聞かせ願いたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 大規模災害の発生時には、

住居を喪失した住民の皆さんを収容するため、応急

仮設住宅等の早急な設置が必要であります。 

 本市では、地域防災計画において、多目的グラウ

ンドや市内の公園、学校敷地など市が所有する28カ

所を応急仮設住宅建設候補地として選定をして、全

体で1,322戸の建設可能戸数を想定しております。 

 鹿児島県の推定では、県西部直下地震による本市

での最大必要戸数を2,052戸と想定しており、本市

の建設可能戸数に対し、750戸が不足をしておりま

す。市としましては、ウッドタウン団地、古城団地

等の空き区画を活用するとともに、民有地の借り上

げによる用地の確保や市営住宅や民間借家の空き室
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を利用するなど、仮設住宅想定戸数の拡充を検討し

てまいります。 

○６番（中村敏彦君） 700ぐらい足りないと新聞

記事にございましたが、本当に、今、市長が言われ

たように、民間の借家を含めて、空いているところ

を場合によってはそのときに使わせてもらうように、

早目早目にそういう対策を、どこかの市がたしかや

っているようにお聞きしたんですが、そういう対策

が必要だと思っております。 

 それでは、もう一つ先に行きます。 

 熊本では、市民73万人の５％に当たる災害時食料

を備蓄していたそうです。３万5,000ぐらいかな。

しかし、焼け石に水の状態だったという報道があっ

て、地震後に熊本市では見直して、20万人掛ける２

食掛ける２日分、これまで想定していた備蓄数の約

20倍の80万食を備蓄する方針を決めたと聞いており

ます。本市の現状と課題はいかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 災害時には、まずは食料品、

飲料水であります。もちろん寒さに耐えるという点

等もありますが、市といたしましては、議会の皆さ

ん方の御提言をいただきながら、平成25年度から年

次的に市庁舎へ備蓄を進めております。その中から、

今回の熊本地震に対する緊急支援として、乾燥米飯

のアルファ米790食、２リットルの飲料水、ペット

ボトル300本を支出し、現在、備蓄状況はアルファ

米1,710食、飲料水600本となっております。今年度

もアルファ米1,800食、飲料水600本を新たに購入し、

合計3,510食、1,200本を備蓄することとしておりま

す。 

 市では、当面1,000人分３日間の食料品等の備蓄

を目標にしており、不足する分については、県への

支援要請や日本赤十字社などの連携協力のほか、住

民の方々にも自助の観点から３日間程度の食品、飲

料水等の備蓄をお願いしているところであります。 

○６番（中村敏彦君） にわかにちょっと計算でき

ないんですが、３万人の人口の中で1,000人分の３

日間。足りるか足りないかという、熊本のこの状況

を考えれば、73万市民で80万食ですので、３万食分

ぐらいは備蓄しなければならないんじゃないかなと

思うんですが、3,500食で十分なのかどうか、市長

の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、25年度から年次的に備蓄を進めているわけであ

りますが、少しですけど、熊本地震のほうにお出し

をいたしました。 

 今年は、さっき申し上げましたとおり、アルファ

米1,800食、飲料水600本を新たに購入するわけであ

りますが、お述べになりましたとおり、1,000人分

ということで十分なのかと。確かに、御懸念される

向きがあると思います。今後、少しずつ備蓄を備え

ていきたい、増していきたいというふうに考えてお

ります。 

○６番（中村敏彦君） ぜひそういうふうにしてい

ただきたいと思います。 

 先ほど、熊本市民病院のことについて述べました

が、医療機関や高齢者福祉施設も大きな被害を受け

ておるようです。特に、被災者を受け入れるべき施

設の断水が問題になったというニュースもございま

した。鹿児島市は、地震と台風が同時に発生するこ

とを想定して、耐震性の強い上水道配管を年次的に

改良中とのことですけれども、本市の布設替の計画

と進捗状況を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 今、お述べになられました

とおり、災害が発生しますと、まずはライフライン

の復旧であります。本市におきましては、上水道第

６次拡張事業及び中央地区簡易水道事業の実施にお

いて、新規主要施設の送水配水管に耐震管を採用し

ているほか、既存の水道管についても、道路改良工

事と並行して耐震管への布設替を実施しているとこ

ろであります。 

 医療機関及び避難所への対応につきましては、現

在のところ上水道第６次拡張事業実施時に脳神経外

科センター、総合体育館前に送水を兼ねる配水管を

耐震管で施工をしております。 

 今後の対応として、平成29年度から市内全域にお

ける老朽管対策を兼ねた耐震化計画を策定していく

ことにしております。 

○６番（中村敏彦君） 少し、ちょっと安心をしま

した。そういう計画、大体どのぐらい、今、済んで

いるんでしょうか、その布設替は。パーセントがわ
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かりますか。 

○市長（田畑誠一君） 27年度末で申し上げますと、

現在の上水基幹管路の耐震化率は24.2％であります。 

○６番（中村敏彦君） そうしたらば、29年度から

年次的にということですが、年間どのくらいぐらい

の計画で進められるんでしょう。 

○市長（田畑誠一君） まずは５カ年を目標にしま

して、平成33年度30％の達成を目指しております。 

○６番（中村敏彦君） 細かくちょっと聞きました

が、先ほど言いましたように、広報４ページの減災

計画に基づく質問、特に風水害等の一般災害及び地

震災害に関する質問を行いましたが、幾つかについ

ては、当然、共通認識に立てたのではないかと思っ

ておりますが、いずれにしても、それぞれの減災防

災計画、しっかりと優先度、あるいは予算づけをし

て、年次計画などについてスピード感を持って対処

されていただきたいと思います。 

 一般災害の最後にしますけど、６月１日の南日本

新聞に、防災会議女性委員７％、鹿児島県内自治体

20市町村がゼロの報道がありました。多分、市長も

見られていると思うんですが、この記事の中で、南

さつま市は37委員中５人が女性委員で、避難所の授

乳スペースの必要性など女性の視点で貴重な提案が

されているという担当職員のコメントが載っており

ました。 

 本市防災会議の女性委員の構成はどうなっている

のか、あわせて女性委員を増やす考えはないか、市

長の見解を聞きます。 

○市長（田畑誠一君） 防災会議の委員についての

お尋ねであります。 

 県や市、関係機関、団体等から選出していただき

まして、計38名の構成と現在なっております。その

うち女性委員は３名で、構成割合7.9％という状況

にあります。委員の定数は40名以内となっておりま

すので、御提言ありますように、女性委員２名の増

員を検討してまいりたいと思います。２名増員しま

すと、女性委員５名になります。構成割合は12.5％

となります。 

 いずれにいたしましても、女性委員の拡大は男女

共同参画の観点からも重要な御提言でありますので、

今後も各種委員の委嘱に当たっては、女性委員の参

画を働きかけていきたいと思っております。 

○６番（中村敏彦君） ぜひそういう対応を願いた

いと思います。 

 熊本地震に関する最後になります。三つ目の通告

になります。 

 熊本駅から市街地へ通じる最も通行量が多いとさ

れる白川橋の復旧工事がやっと６月２日から始まり、

報道によりますと完成は７月中旬と言われておりま

す。高速道路を含む主要道路の寸断、新幹線も２週

間近く運転ができなくて、現在も徐行運転を一部し

ています。４月14日の前震は日奈久断層帯、16日の

本震は布田川断層帯で発生し、それぞれ影響し合っ

て被害を拡大して、大分まで伸びたり、あるいはつ

いこの間、八代の震度５が発生しております。北へ

南へ伸びております。 

 このことを考えるならば、もう一回繰り返します。

新幹線の不通、幹線道路の寸断等々を考えれば、原

発廃炉は当然ではないかなと思っております。川内

原発の廃炉は市民の思いでありますが、熊本地震を

経験した上での市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 川内原発についてでありま

す。 

 今回の熊本地震においては、４月16日の本震で川

内市街地で震度４のところ、川内原発では震度３で

あり、また建物等にかかる瞬間的な力を示す最大加

速度は補助建屋内で8.6ガルが観測されました。川

内原発では、揺れが水平方向に160ガル、垂直方向

に80ガル以上で自動停止しますが、この設定値を下

回っていることから運転が継続されており、規制委

員会におきましても、今の状況では安全上問題はな

く、予防的な運転停止の判断がなされておりません。 

 これらは、規制委員会の科学的、専門的な判断に

委ねられるべきものと考えており、市としましては、

安全確保を最優先に慎重な運転とともに、引き続き

安全対策に真摯に取り組んでいただきたいと中里議

長ともども県が来られたときに要請もしたところで

あります。 

○６番（中村敏彦君） 8.6ガルで耐えられたとい

うか、これは不幸中の幸いと言えば幸いですよね。
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でも、熊本の地震を考えれば、本当に九州内至ると

ころで地震が発生してもおかしくないと言われてい

るわけですから、当然、原発への影響はもうはかり

知れないところはあると思うんですよね。 

 市長としても、知事やらそれぞれの立場を考えて

の答弁だと思うんですが、少なくともこの原発再稼

働差しどめ訴訟に対する判決がこの前ありました。

福岡高裁宮崎支部は、社会通念が許容する事故リス

クについて、リスクは残るものの具体的な危険が存

在するとは言えないとの判断で住民側の申し立てを

棄却しております。しかし、この判決は地震発生前

の４月６日なんですよ。それから10日もしないうち

に熊本でああいう地震が起こっております。 

 そういう意味からすると、まずは廃炉までは言及

できないとしても、まずは運転をとめて、震度７以

上の地震が複数回発生した場合の耐震性の検証等を

県知事に求める、九電に求める、そういう市長の動

きが欲しいところでございます。 

 市長の見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、４月16日の熊本の本震におきましては、川内市

街地で震度４、川内原発では震度３であります。ま

た、さっき中村議員お述べになられましたとおり、

瞬間的な力を示す最大加速度、つまり補助建屋内で

は8.6ガルが観測されたという状況でありました。 

 このような状況のもとで、川内原発の自動停止と

いうのは水平方向で160ガル、垂直方向で80ガルで

自動停止するように安全装置が働くようになってい

るわけでありますが、今回のこのような状況を見た

ときに、規制委員会におかれましても、今の状況で

は安全上問題はなく、予防的な運転停止の判断がな

されておらないところであります。 

 市といたしましては、規制委員会の科学的、専門

的な判断に委ねられるべきものであると考えており、

ただ、安全確保を最優先に慎重な運転とともに、引

き続き安全対策には真摯に取り組んでいただきたい

という要望をしてきているところであります。 

○６番（中村敏彦君） 安全委員会の判断を待つだ

けでは市民の安全は守れない、命は守れないという

立場での質問ですが、このことについては議会にも

責任がございますので、このぐらいで終わります。 

 次に、消防力整備について、通告に従って質問い

たします。 

 総務省消防庁の消防力整備方針に基づく県内の消

防本部、消防組合の現有人員と指針に対する充足率

並びに本市の現状について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 消防職員の定数及び充足率

についてのお尋ねであります。 

 平成27年４月１日現在、県内全20消防本部合計の

定足数につきましては、基準人員が3,327人、現有

人員が2,284人であります。平均充足率で申し上げ

ますと68.7％になります。 

 本市の現状を申し上げますと、本市は分遣所と二

つですから基準人員が95人、現有人員が48人であり

ますので、充足率は50.5％となります。充足率の高

いほうから申し上げますと、県内20消防本部中、本

市は19番目に位置しているという状況にあります。 

○６番（中村敏彦君） 市長がもう答弁で言われた

とおり、他本部に比べて非常に充足率が低うござい

ます。22本部中19番目と言われましたが、それをカ

バーしているのは、本当、職員一人ひとりの市民の

命を守ろうという強い意志と献身的な姿勢だと思っ

ております。それで私たちの安心・安全が確保され

ているのではないかと思っております。 

 先ほどの熊本地震の被災地へ５月末現在、延べ

240人の災害派遣が行われました。それは、先ほど

も冒頭言いましたように、それについては本当に評

価をいたします。その一環として、消防職員も災害

調査救助のために５名クルーで延べ49人が派遣され

たと聞いております。そういう報告がございました。

その間の火災や救急などの出動状況や週休、病休、

年休対応はスムーズにできたのかどうか、伺います。 

○消防長（原薗照明君） 熊本地震への職員派遣期

間中の火災等出動状況と職員の週休等の取得につい

てでありますが、４月16日から25日の10日間にかけ

まして、緊急消防援助隊鹿児島県隊として二つの隊、

２隊の合計９名を派遣した期間中でございます。管

内の出動状況につきましては、火災が１件、救急出

場が36件でありまして、前年同期間中に火災はなく、

救急出場は44件ありまして、８件は少ない状況であ
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りました。 

 職員派遣期間中の派遣者以外の職員の週休、病休、

年休等の取得につきましては、本来の週休を移動す

るなどしまして、最低人員の本署９人、分遣所３人

を確保いたしました。 

○６番（中村敏彦君） 確かに、火災や救急の出動

は昨年よりも減っているという報告でございますが、

いわゆる熊本地震への派遣という不測の事態で、相

当御苦労されたのではないかなと思っているところ

です。 

 関連ですので続けていきますが、さきの３月の予

算委員会で、中村の質問に対する答弁で、本市の救

急救命士の配置数は27.65％という報告がございま

した。ちなみに全国平均が20.33％、日置が20.0％、

薩摩川内市が24.32％ということでしたが、隣の日

置市にしても薩摩川内市にしても充足率がかなりう

ちよりもいいです。そういう職員数が圧倒的に少な

い中で、資格取得のために懸命の努力をされている

と感じたところでございますが、研修や受験による

全体の負担は大きいのではないかと思うんですが、

現状について伺います。 

○消防長（原薗照明君） 救急救命士研修期間中の

職員の負担についてでございますが、救急救命士の

資格取得のための約半年間の研修期間中は、日勤課

長が交代で隔日勤務に入りまして、最低人員を確保

しております。 

○６番（中村敏彦君） いずれにしても、週休、病

休はセーブされないでしょうけど、週休や、あるい

は日勤職員の代替で切り抜けているというのが伺え

るところでございますが、現状の年齢構成はどのよ

うになっているのか。といいますのは、心身ともに

訓練されているので、我々素人と比較して、そう簡

単に比較できないと思うんですけど、業務上の支障

や職員自身の健康管理上の問題はないのかどうか、

伺います。 

○消防長（原薗照明君） 消防職員の年齢構成と健

康管理上の問題についてであります。 

 平成28年４月１日現在、本市消防職員の年齢構成

は、50代が15名の約31％、40代が20名の約42％、30

代が７名の約15％、20代が６名の約12％でありまし

て、職員48名の平均年齢は43.6歳であります。 

 健康管理上の問題といたしましては、不慮のけが

などを除きまして、職業病と思われる腰痛症や持病

のある職員もおりますけれども、現在のところ入院

や休職者等はおりません。 

○６番（中村敏彦君） いや、強靱な体で頑張って

いただいているなとつくづく感じるところですが、

やっぱり年齢構成が上がっているなというのを感じ

ております。それをどうこうちゅうのは、ちょっと

はばかられますので言えませんが、そこで市長にち

ょっとお伺いします。 

 消防長の答弁、あるいは県議会で示された資料、

先ほど市長が答弁された、私ももらっていました。

県議会で示された資料ですが、県内22消防本部、消

防組合の中で本市消防本部の充足率は、実にさつま

町消防本部の47.2％に次ぐ50.5％、先ほど答弁あり

ました。何と下から２番目なんです。そういう実態

でございます。 

 しかも、平成24年度と、３年置きに基準値が変わ

りますから、前は24年、27年に今度見直されたんで

すが、これにあわせて日置市は75名から80名に５名

増やしております。姶良市が90名から92名に２人増

やしております。本市の新しい基準は、90名から95

名に増やされております。それは、いろんな条件を

考えて総務省が決めておりますから。建物、人口、

広さ、あるいは、例えばここは地下備蓄があるから

少し消防を増やしているんじゃないかなという嫌い

もあります。それから、分遣所の数等々で職員数の

定数が24年の90名から今回95名に増やされています。 

 本来、95名の新しい基準を充足するためには、47

人増やさないかんわけです、ここは、100％にする

ためには。ただ、100％は問題なので、先ほど市長

が言われた68.7％、県の22本部の平均が68.7％です。

そういうところも含めて、昨年の台風15号やら12月

の豪雨、熊本地震を踏まえて、消防職員の増員を検

討されないか、私、数年前に同じ内容で質問をいた

しました。今回は改めて充足率の下がっている現状

を踏まえて、市長の見解を求める次第でございます。 

○市長（田畑誠一君） 市民の皆さんの安全・安心

を守るために、消防職員は、ちょっと言葉が適切で
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ないかもしれませんが、まさに安全戦士だと私は思

っております。そういった意味で、合併以来、本市

の場合は３名増員して今日に至っております。それ

が、今、48名であります。 

 冒頭に申し上げましたとおり、市民の生命、財産、

安心・安全を守るために、これはとても大事なこと

であり、経済的な云々というので比較されるもので

はないということは、もちろん承知をしております。

他方、また反面、市民の皆さん方の全体のやっぱり

満足度を与えるためには、私どもには少数精鋭でと

いう使命も帯びておるわけであります。 

 そのような中で、近年の、るるお述べになってお

りますが、人口減少、少子高齢化、さらには厳しい

財政状況等もありますが、他方、先ほどから例に挙

げておられますように、熊本地震のように近年多発

している地震災害、今後、想定されております各種

災害等の対応などを勘案したとき、総合的に一言で

言ったら、消防力のさらなる強化を目指すべきだと

考えております。そのような観点から検討をしてま

いりたいと思っています。 

○６番（中村敏彦君） 市長も検討するという答弁

でございますが、ちなみに姶良市は昨年２名増やし

たと先ほど言いましたが、実は姶良市では2013年12

月に二人の議員の人が一般質問をしています。当然、

議員の質問に答えるという意味じゃないんですが、

この基準値の見直しにあわせて、昨年より年次的に

２名ずつ増やして、５年計画で10名増やす計画を姶

良市はしているんですよ。ただ、去年２名増やして、

今年はちょっといろいろ不測的なことがあって４名

増やされたみたいですけど、５年計画をちょっと縮

めてですね。そういう消防本部もあります。 

 基準値が引き下げられた22本部の中では、逆に基

準値が引き下げられた三つの本部、３本部も含めて

11本部が増やしているんです。増員。だから、これ

をぜひ参考にしていただきたい。消防職員の増員は

喫緊の課題と私は思っておりますので、ぜひ、先ほ

どの御答弁にありましたように、市民の安全・安心

のためにも、しっかりとした消防力増強整備を検討

していただきたいと思っております。 

 改めて市長の見解を聞きます。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど、消防の果たす大き

な使命、それからいろんなもろもろの環境の変化と

か、そういったことはお話をいたしました。押しな

べて申し上げますと、一言で申し上げれば、要する

に消防力の強化であります。このような近年多発し

ている地震災害等、それから、今後、想定される各

種災害等の対応なども考えられますので、何回も申

し上げますが、消防力のさらなる強化を目指して、

検討してまいりたいと考えております。 

○６番（中村敏彦君） 前向き答弁と理解しておき

ます。 

 市長にこういうことを言うと失礼かもしれません

が、ある生命保険会社が募集した今年のサラリーマ

ン川柳１位は「退職金、もらった瞬間、妻ドロー

ン」だったと思います。 

 実は、この７位がちょっと気になっているんです

が、市長、御存じでしょうか。「決めるのは、いつ

も現場に、いない人」というのが、サラリーマンの

悲哀として７位に選ばれているそうです。もう一回

言います。「決めるのは、いつも現場に、いない

人」という川柳が７位に選ばれています。こういう

ことのないように、現場の声をしっかりと聞いて、

消防力整備に活かしてほしいなと思っております。

この件については終わります。 

 引き続き通告に従い、３番目、通学路の安全対策

です。 

 通学路を点検し、リストアップされた危険箇所、

昨年12月議会で質しましたが、24年度調査で57カ所

中５カ所、27年度調査61カ所中49カ所が未整備とい

う答弁でありました。その後の進捗状況を伺います。 

○教育長（有村 孝君） 平成24年、27年に危険箇

所としてリストアップした通学路の安全対策改善の

進捗状況について、お答えをいたします。 

 平成24年度分の残りの５カ所につきましては、現

在、歩道の拡幅工事が開始されたり、養護学校入り

口のＪＲガード下の拡幅工事のための用地買収の交

渉が始められたりするなど、全ての箇所につきまし

て、警察や道路関係者等で引き続き安全対策が進め

られている状況でございます。 

 また、平成27年末の残り49カ所につきましては、
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各関係機関によって転落防止柵の設置などの安全対

策が講じられ、現在、残り31カ所について、道路管

理者等で引き続き安全対策改善が進められている状

況でございます。 

○６番（中村敏彦君） 年度年度でしっかり終わる

ということはあり得ないと思うんですが、未整備箇

所の早急な改善を求めます。 

 あわせて、今後の計画といいますか、未整備の24

年度分の５カ所、27年度分の31カ所の今後の計画が

あれば伺います。 

 また、その後、ここにリストアップされた以外の

危険箇所の把握がされているかどうか。多分いろい

ろ要望が来ているとは思うんですが、伺います。 

○教育長（有村 孝君） 未整備の箇所についての

取り組みの質問でございますが、未整備の危険箇所

についての今後の取り組みにつきましては、本市に

おきましては、昨年から全ての学校において通学路

安全推進会議を開催しております。本年も３月末ま

でに保護者や地域の方から幅広い意見も聞いた上で、

通学路上にある側溝や用水路を含めまして、また、

さきの３月議会で原口議員に御指摘いただいた標識

や看板等の腐食による転倒の危険性等についても、

新たに点検時の視点の一つとして点検をしておりま

す。その結果、生福小や生冠中前の横断歩道の白線

が薄くなっている箇所など、新たに指摘のあった10

カ所の危険箇所について、去る６月２日に学校や警

察、道路管理者等と合同点検を実施したところでご

ざいます。 

 その結果を踏まえまして、７月１日、来月ですが、

開催予定の第１回市通学路安全推進会議では、今回

点検をいたしました10カ所の対応策について検討い

たしますとともに、現在まで未整備となっている、

先ほど申しました危険箇所の31カ所についての今後

の見通しも確認することといたしております。なお、

さらに12月20日には、予定しておりますけれども、

第２回市通学路安全推進会議においても進捗状況を

確認する予定でございます。 

○６番（中村敏彦君） 今、おっしゃられたように、

白線の問題、結構いろいろ苦情を聞いたり、先日行

いました市民と語る会やあるいは個人要望でも、例

を挙げれば、別府坂下線の中井原の四差路の停止線

とか、県道串木野樋脇線の麓の横断歩道とか、市来

地域の国道３号線バイパスとか、270号線のバイパ

ス入り口とか、いろいろ聞いております。 

 ただ、おっしゃられる市民の方から言われるのは、

１年以上も放置されているけど、こういう、とりわ

け停止線やら横断歩道の白線等々の定期点検は年に

何回しよったろうかいという質問を伺います。そう

いう定期点検の状況と、それに基づく改善計画はど

のようになっているのか、お聞かせいただきたいと

思います。 

○市長（田畑誠一君） 道路標示におきまして、規

制及び指示に関する停止線や横断歩道は警察の公安

委員会が管理し、中央線や外側線などの区画線は道

路管理者である国、県、市がそれぞれ道路を管理し

ているところであります。 

 市道につきましては、日常のパトロールや要望等

により、不明瞭な箇所を緊急性の高い路線から優先

して集約し、平成27年度で申しますと、５月と12月

の２回に分けて約5,500メートルの区画線補修を実

施しました。 

 市道以外の国、県及び公安委員会が管理する道路

標示につきましては、市を通して随時要望し、区画

線等を改善していただいているところであります。 

○６番（中村敏彦君） 先ほど言いましたように、

１年以上も放置されているじゃないかというそしり

を招かれないように、しっかりとそういう点検して、

改善していっていただきたいと思います。 

 これで質問を終わります。 

○議長（中里純人君） 次に、東育代議員の発言を

許します。 

   ［11番東 育代君登壇］ 

○11番（東 育代君） 皆さん、こんにちは。まず、

一般質問の前に、４月14日午後９時26分、マグニチ

ュード6.5、16日深夜１時25分、マグニチュード7.3

と熊本地震の前震、本震の発生から２カ月を迎えま

した。犠牲になられた方や行方不明の方々の御冥福

をお祈り申し上げますとともに、被災なさいました

多くの皆様に心からのお見舞いを申し上げたいと思

います。あわせて、１日も早くもとの生活に戻られ
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ますように御祈念申し上げたいと思います。 

 それでは、さきに通告しました２件について、市

長の見解を求めます。 

 熊本地方を中心に大地震が発生しました。携帯の

緊急地震速報に何事かとびっくりし、防災行政無線

やテレビの地震速報にくぎづけになりました。その

後も震度５以上の余震が継続的に発生し、被災地の

倒れた家具やライフライン、避難所などの報道に唖

然とし、自然の力にただただ驚くばかりでした。 

 最近は、地震、津波、台風、大雨、竜巻と自然災

害の発生規模が大型化してきたとよくお聞きします。

同時多発的に発生する想定外の複合災害に、自分た

ちでできる備えや地域でできること等を含め、自助、

共助、公助のあり方について再確認してみなければ

ならないとつくづく思いました。 

 災害は忘れたころにやってくるのではなく、災害

はいつでも、どこでも起こり得るということを私た

ちが忘れてしまっているという記事を目にしたこと

があります。市民と語る会でも、地域防災計画で示

してあるものの、実効性が伴うのかと不安の声もお

聞きしました。 

 当局も一生懸命に取り組みなさっていらっしゃる

ことは重々承知しております。東日本大震災、阪

神・淡路大震災、今回の熊本地震にしてもそうです

が、災害はいつ、どこで、発生するのか全く予測不

可能ですし、突然にやってきます。そして、災害が

発生したときの受け入れ態勢の未整備がその都度指

摘されるようです。 

 そこで、１件目に防災体制の整備について、大規

模災害発生時の対策についての質問です。 

 近年、全国的に想定外の大規模複合災害が頻繁に

発生している。本市において、大規模災害が発生し

た際にはどのような対策を行い、また、支援を受け

入れていく考えか、項目ごとに市長の見解をお聞き

していきたいと思います。 

 まず初めに、他自治体からの支援やボランティア

等の受け入れ体制について、現状をお聞きいたしま

す。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 東育代議員の御質問にお答

えをいたします。 

 他自治からの支援やボランティア等の受け入れに

ついて、受援計画につきましては、基本的な手順等

は地域防災計画に定めており、それに基づき対応を

することとしております。 

 まず、他自治体からの支援につきましては、平成

19年６月に締結した鹿児島県及び県内市町村間の災

害時総合応援協定や平成25年５月の九州市長会にお

ける災害時の相互支援の申し合わせ等を活用し、支

援要請をすることとしており、受け入れにつきまし

ては、市災害対策本部において、必要な支援につい

て支援自治体と連絡調整を行い、対応することとし

ております。 

 災害ボランティア等につきましては、県社会福祉

協議会の支援を得ながら、市と社会福祉協議会が連

携し、社会福祉協議会に設置するボランティアセン

ターに窓口を統一し、支援要望との調整をしながら、

混乱のないように受け入れを行うよう考えていると

ころであります。 

○11番（東 育代君） 他自治体からの支援やボラ

ンティアの受け入れについては、まずボランティア

等の受け入れは、社協と連携してボランティアセン

ターを設置してという答弁であったとお聞きしてお

ります。また、県との協定、あるいは九州市長会と

の応援体制ということでもお聞きしておりますが、

この地域防災計画では、減災に向けた市の取り組み

については明記してあります。災害危険箇所の改修

工事や災害時の基地などの耐震化工事、地震に強い

水道管への更新、各種防災訓練の実施、また防災行

政無線戸別受信機や避難所などを明記した防災ハザ

ードマップの全戸配布や防災情報メール配信サービ

ス、応援協力体制などの構築とありますが、昨年の

８月の台風の襲来のとき、ライフラインが寸断され

ました。水道の供給や停電が発生しました。断水の

影響で、市民も混乱に陥りました。また、長引く停

電の影響もありました。自家発電機の事前準備や水

源地の問題、あるいは電気工事の支援に来られた

方々の受け入れの問題、あるいは住民への広報のあ

り方では、防災無線の受信がなかなかできなかった
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地域もあったようです。 

 多くの課題が指摘されましたが、この大雨による

災害時の対応が後手後手であったように思っており

ます。他自治体からの支援やボランティア等の受け

入れ体制の整備も含め、防災計画について、実効性

が伴うような取り組みの確認が必要ではないでしょ

うか。 

 再度お聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 今、東育代議員が例でお述

べになられましたとおり、昨年の台風では私ども多

くの教訓を受けました。市民の皆さん方に大変御迷

惑をおかけしたことをですね。災害があってから教

訓を受けるのでは遅いのでありますけれども、改め

て日ごろの備えの大切さを実感したところでありま

す。 

 そういった観点に立ったときに、今、お述べにな

られるように、住民の皆様への広報が極めて大事で

あります。市といたしましては、被災住民やボラン

ティア等への災害情報等の広報につきましては、今

年５月から開始した防災メールサービス、もちろん

これまでも同様、防災行政無線や広報車による広報、

テレビ、ラジオでの情報発信など災害の状況に応じ

て対応し得るあらゆる手法を活用し、情報提供に努

めたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、災害時に大事なことは、

極めてスピーディーに的確に情報をお流しして、市

民の皆さん方の不安を取り除くといいますか、対応

のあり方というのを即断できるような情報提供が大

事だと思っております。 

○11番（東 育代君） 御答弁いただきました。防

災メールの配信とか、いろいろと取り組みもなさっ

ているようですが、この支援の受け入れ等受援計画

があるとは思っているんですが、やはり有事のとき

に素早く対応できなければ、市民の不安は募るばか

りです。 

 先ほど、防災メールの配信も取り組みがあったと

お聞きしたんですが、この登録状況や、あわせて防

災無線の設置状況確認も必要と思います。また、電

池の確認等も定期的に確認していただきたいと思っ

ておりますが、ここら辺についてはいかがでしょう

か。わかる範囲でお答えください。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 防災メール

の登録状況につきましては、お手元に資料がありま

せんので、また後ほどお願いしたいと思います。 

 防災無線の状況でございますけれども、今回、４

月から５月にかけての転入者への状況についてお知

らせしたいと思います。防災無線の取りつけにつき

ましては、市内の電器店に委託して実施しておりま

すけれども、なかなか会えない世帯もありまして、

苦慮していると伺っております。４月以降の転入者

でまだ設置していない人は32人というふうに伺って

おります。今後、委託している電器店と連携して、

迅速な設置に努めてまいりたいと思っております。 

○11番（東 育代君） 32名という数字ですが、多

い少ないは別として、一人でも多くの方がきちっと

受信できるような体制の整備というのが必要である

と思っております。また、定期的に電池の確認等も

していただけるようにお願いしたいと思っていると

ころです。 

 次に、消防団や福祉施設、学校等との連携をどの

ように考えるかという質問に移ります。 

 まず、消防団との支援体制の整備についてをお聞

きします。 

 災害が発生すると、地域の消防団との連携も重要

となるようです。避難所は一番近いところへ身を寄

せます。しかし、熊本地震の場合は、次の避難所へ

移動しなければならない事態が生じてきました。こ

のように大規模災害のとき、災害弱者の方々から消

防団への支援要請ができるのでしょうか。消防団と

災害弱者との支援体制について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 要配慮者の移送につきまし

ては、市長を本部長とする災対本部の判断や指示、

命令のもとに行動することは申すまでもありません

が、地域防災計画や災害応急対応マニュアルにおい

ては、民生対策部が所掌をしますが、複合災害時対

策でも消防対策部の活動として要配慮者の移送など

が規定されておりますので、消防団員等による移送

も避難所運営に当たる民生対策部と連携して対応さ

せたいと考えております。 

 大規模災害になりますと、応援要請も考えられる
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ことから、自衛隊等の支援も受ける事態も考えられ

るのではと思っております。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 先ほどの防

災メールの登録状況についてでございますが、６月

15日現在、188件でございます。 

○11番（東 育代君） 登録が188件ということで、

広報紙にも載っておりましたので、使い方について、

なかなか携帯を持っていても、どのように、手順が

なかなかわからない方もいると思いますので、いろ

んな会合のときにまた周知をしていただければ、も

っと増えるのかなと思っておりますので、よろしく

お願いします。 

 消防団との支援体制について答弁をいただきまし

た。本部の指示に基づいてとかいろいろお聞きした

ところです。地域防災計画にも避難の勧告指示、誘

導については、各地区の避難誘導は消防団が行い、

誘導責任者は当該消防分団長とあり、避難の誘導方

法等が明記してあります。 

 また、災害規模が大きかった場合は、避難所から

別な避難所へ移動せざるを得ないときが出てきます。

そのようなときにも対応していただけるかというこ

との確認でございました。できるということですよ

ね。はい。 

 それでは次に、福祉施設と被災者受け入れ体制の

整備について伺います。 

 福祉避難所機能を有している病院や介護施設、福

祉施設等に受け入れのお願いをすることになると思

います。しかし、患者さんや入所者、デイサービス、

デイケアの方もそれぞれの施設等には登録もされて

おりますし、いらっしゃるようです。熊本地震では、

近所の方々まで受け入れて支援の必要な方が入れな

かったようです。施設ごとの受け入れ可能人数は把

握なさっているのでしょうか。福祉施設等の災害時

受け入れ体制について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 福祉施設との連携につきま

しては、現在のところ、災害時に要支援者等の受け

入れ先となる福祉避難所としての指定には至ってい

ないのが実態であります。周辺の自治公民館との協

定を締結しているところもあり、入所者等の状況や

施設の職員の配置、受け入れスペースの確保、飲食

物の提供などを踏まえた調整も必要でありますので、

福祉避難所指定に向けて、今後、さらに施設側と協

議を進めてまいりたいと考えております。 

○11番（東 育代君） 介護施設等においては、も

う既に災害時は地域の方々を優先的に受け入れるよ

うな取り組みをされているところもあるとお聞きし

ています。有事のときに災害弱者の受け入れ拒否と

いう事態にならないように、今後、施設との調整、

連携が重要だと思っております。 

 熊本地震のときには、近所の方々を先に入れて、

支援の必要な方が入れなかったというようなことが

報道等でされましたので、施設ごとの受け入れ可能

人数の把握とか、それから福祉避難所機能としての

あり方とか、今後、詰めていただければなと思って

おります。再度お聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど、東議員がお述べに

なられましたとおり、災害は忘れたころじゃなくて、

いつでもやってくるという認識が、ここのところ、

日本全国のあらゆる災害で私どもは自然からそうい

った教訓を学んでいるところであります。 

 今、熊本の例で申されましたが、災害の場合は極

めて突発的でありますから、非常に混雑をすること

がたびたび実態として報道されております。したが

いまして、職員の皆さんの配置のあり方とか、受け

入れスペースの確保とか、それから大事な飲食物の

提供など、いろんな調整が必要でありますから、で

きるだけ混乱をしないように、今後、施設側と協議

を進めていきたいと考えております。 

○11番（東 育代君） 次に、学校と保護者との連

携について伺います。 

 新聞の記者の目に「学校は実効性のある避難計画

を」とありました。「避難とは、危険のある場所か

ら安全な場所へ移動することです。保護者が被災す

るなど、迎えに行けない場合も含めて移動手段を考

えることが避難計画です。保護者への引き渡し計画

だけでは、子供たちが避難できないこともあります。

大規模な自然災害の発生をとめることはできなくて

も、被害を抑えるために備えることはできます」と

ありました。 

 また、広場欄には、日置市の美山小学校の災害時
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児童引き渡し訓練の記事がありました。緊急時に子

の命を守るため、充実、連携すべき重要な訓練だと

感じたとあります。避難訓練等を実施することで、

地域の事情や課題が見えてくるようです。 

 そこで、本市は児童生徒、幼稚園、保育園児等の

保護者への引き渡し訓練計画はあるのか伺います。 

○教育長（有村 孝君） 災害時の親への引き渡し

訓練の実施についてお答えいたしますが、地震、風

水害、海災などの一般災害を想定した親への引き渡

し訓練を実施している学校は、市内では14校中５校

でございます。 

 一方、昨年度から全ての市立小中学校において、

マニュアルに沿って、原子力災害時の保護者への引

き渡し訓練は全ての学校で実施をいたしております。 

 一般災害時には、災害の種別によりまして多様な

状況が考えられるため、避難場所や引き渡し方法が

異なる場合がございます。学校によっては、公民館

等へ集団下校した後、保護者へ引き渡しを行ってい

るという学校等もございます。 

○11番（東 育代君） 14校中５校あるという答弁

をいただきました。地域防災計画では、学校等にお

ける児童生徒の避難体制等の整備が明記してありま

す。その中の校長等は、災害種別に応じた避難訓練

を日ごろから実施するようにとあります。 

 新聞の記者の目に「学校は実効性のある避難計画

を」とありました。「避難とは、危険のある場所か

ら安全な場所へ移動することです。保護者が被災す

るなど、迎えに行けない場合も含めて移動手段を考

えることが避難計画です」とありますが、特に兄弟

姉妹がいたとき、また、保育園、幼稚園、学校との

連携や学校ごとに地理的、物理的条件が違っている

ということ、また保護者の職場が遠かったら、また

受け渡し場所はどこなのか、駐車場の確保はと課題

は多くあるようです。 

 単独での実施計画ではなく、緊急時に子供たちの

命を守るために充実、連携すべきこと等はたくさん

あります。児童生徒の保護者への引き渡し等を含む

訓練の実施を願っております。 

 災害を防ぐことはできなくても、被害を減らすこ

とは可能です。早急に対策をとっていただきたいと

願っていますが、今後の計画について、いかがでし

ょうか。 

○教育長（有村 孝君） さまざまな子供の安全を

脅かすような災害に対する避難訓練というのは、こ

れは常時行っております。特に火事等につきまして

は、１年に２回とか、あるいは地震とか、あるいは

台風、大水、そういうところ、あるいは不審者対応、

不審者の侵入に対する訓練、また、先ほど申しまし

た原発事故等、ちょっと一般災害と異なった災害等

に対する訓練の仕方、これは学校内で済む避難訓練

か、あるいは関係機関の協力を得てやる訓練か、そ

れとも親に引き渡す必要があると。そういったよう

な災害の種類によってさまざまな訓練の方法がござ

いまして、今、それをマニュアル等をつくって、全

て、今、完備しているという状況でございます。 

 ただ、議員が申されました兄弟があった場合はど

うするのかとか、そういうのもございまして、昨年、

生冠中、市来小中は小中連携をして親への引き渡し

訓練を実施しています。今年は、市来小中学校は幼

稚園生も含めまして親への引き渡し訓練をしている

と。その際、いろいろ課題も出てきておりますので、

車が混雑するとか、そういったようなこともまた今

後検討してまいりたいと。 

 相当改善はされているようでございますが、今後

とも子供の安全確保が第一でございますので、避難

訓練の実施に配慮してまいりたいと思っております。 

○11番（東 育代君） やはり訓練してみて、初め

ていろんな課題が見えてくると思っております。特

に、大規模災害が発生した場合に、あるいは引き渡

しの単独での訓練ではなくて、やはり連携した訓練

で見えてくるということはたくさんあると思います。 

 一番心配するのは、大規模災害のときに、学校の

受け渡し場所が例えば体育館であったりとかすると

思うんですが、そのときに保護者の方々が車で多分

来ると思うんです。この保護者の車、校庭に入って

いいのか、あるいは門のところにずっと並ぶのかと

いろんな問題が出てくると思うんですね。 

 大変とは思うんですけれど、備えあれば憂いなし

と言われております。多くの子供たちの命を預かっ

ております。梅雨時期で何があるかわかりませんの



 
- 24 - 

で、ぜひ早目の御検討をいただきたいと思っている

ところです。何かあれば、御答弁ください。 

○教育長（有村 孝君） いろいろ訓練をしており

ますけれども、いざ実際の災害では、今、議員御指

摘のとおり、保護者の車の交通混雑というんでしょ

うか、あるいは駐車場が足りるのかとか、さまざま

な課題があるわけでございまして、一昨年より昨年、

そしてまた今年と、それぞれの学校で訓練をやって

みて、課題を解決していくという方法で。例えば、

車が混雑しますので、一方通行を考えて、学校に来

られる場合はこちら側だけしか入れない、そして裏

口から出て行くとか、一方通行で交通整理をしてい

るという学校があるようでございます。 

 そういったように、一つ一つ、実際、訓練をして

みて、課題が出てまいりますので、それを一つ一つ

解決して、改善していくという方向で、今、いろい

ろ学校と連携しながら、指導・助言をしているとこ

ろでございます。 

 何と言いましても、さまざまな危険なこと、ある

いは課題を想定していく必要がございますので、今

後とも連携を図りながら、また保護者の協力ももち

ろん得る必要がございますので、そちらとのまた連

携というか、連絡といいましょうか、そういうこと

も加味しながら、万全を期していきたいと考えてい

るところでございます。 

○11番（東 育代君） ぜひ、子供たちの尊い命を

守るために御検討いただきたいと思います。 

 それでは、次の仮設住宅等の設置場所についてど

のようかということで質問をいたします。 

 先ほども同僚議員の質問があったところです。繰

り返しになると思うんですが、「仮設候補地確保に

苦慮」と新聞の記事の見出しを見ました。最大必要

とされる戸数分を確保できていないとありました。

よく読むと、いちき串木野市と奄美市とあります。

43市町村のうち２市のようです。 

 市民と語る会でも、仮設住宅の確保を心配する声

がありました。いちき串木野市は、最大必要戸数が

2,052戸に対し、確保分は1,322戸、750戸の不足と

先ほどの答弁でもありましたが、県西部直下型地震

で、発生１カ月後に１万7,500人の避難が想定され

るとあります。平地が少なく、広い土地があっても、

海沿いや土砂災害警戒区域に含まれているためとあ

りました。そのような中で、仮設候補地確保に苦慮

とあるようでした。 

 また、広報紙でも、県西部直下型地震、甑島列島

東方沖地震を想定しての被害を最大で想定しており

ます。その中では、死者数430人、建物全壊6,400棟、

断水の影響２万5,700人、停電4,400軒、避難者数は

１万2,600人、ほかにも道路や線路の被害なども想

定されますとあります。 

 自分の命は自分で守ると自助努力も必要ですが、

仮設候補地確保に苦慮、最大必要とされる戸数を確

保できない、それから、平地が少なく、広い土地が

あっても海沿いや土砂災害警戒区域に含まれている

と聞きますと、いちき串木野市は大丈夫なのかと思

わずにはおられません。 

 仮設候補地確保が困難のようですが、仮設候補地

がなければ仮設住宅の建設にも至りませんので、早

急な対策を願っているところですが、今後の市の整

備計画について、お聞きしたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 大規模災害時におきまして

は、住居を喪失した住民の方々を収容するために、

応急仮設住宅等の早急な設置が必要となります。 

 本市では、地域防災計画において、多目的グラウ

ンドや市内の公園、学校敷地など、市が所有する28

カ所を応急仮設住宅建設候補地として選定をしてお

りますが、全体で1,322戸の建設可能戸数と想定を

しております。 

 鹿児島県の推計では、県西部直下地震による本市

の最大必要戸数を2,052戸と想定しておりますので、

本市の建設可能戸数は730戸が不足するということ

になります。したがいまして、この災害時の課題の

一つとして捉えているところであります。 

○11番（東 育代君） 730戸不足ということで、

先ほども同僚議員とのやりとりがありましたので深

くはお聞きしませんが、やはりこの不足分について

も、やはり数字が出ていると私たちは心配なんです

ね。不安なんですね。そこら辺のところ、古城団地

やウッドタウンやあるいは民間の空き地とか借家と

か空き家とかいろいろお話もありましたけれども、



 
- 25 - 

できるだけ、最大必要戸数2,052戸という数字が出

してあれば、これに近い確保ということをお願いし

たいなと思っての質問です。 

 早急な対策を願っているんですが、再度お聞きし

ます。 

○市長（田畑誠一君） 大災害時に早急に対策を練

る、対応するというのが大変大事であります。そう

いった意味で、現在の本市の空き地では730戸が不

足するんではなかろうかというふうに推定をいたし

ておりますので、ウッドタウンの団地とか古城団地

とか、それから民有地を借り上げるとか、あるいは

市営住宅や民間の借家の空き室を利用するなど、仮

設住宅想定戸数の拡充について、市民の皆さんの不

安を払拭するように検討してまいりたいと思ってお

ります。 

○11番（東 育代君） 早急な整備計画についても

期待をしたいと思っております。 

 次に移ります。 

 食料品等の備蓄状況についてはどのようかという

ことですが、これも先ほど同僚議員の質問があった

ところです。広報紙にも書いてあったんですが、避

難するときは、懐中電灯、あるいはラジオ、非常食、

飲料水、衣類等生活に最小限必要な物を用意すると

ともに、火の始末や戸締りをしましょうと避難する

ときの心得がありました。 

 大規模災害や事故に備えての本市の食料品等の備

蓄状況をお聞きします。先ほど、1,000人分３日間

を市庁舎に備蓄というふうにお聞きいたしましたが、

避難想定が１万2,600人という数字が出ている中で、

この数字について、どのように理解すればいいのか

お聞きします。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） ここに、当

面目標といたしまして、1,000人分の３日間という

ことを掲げてありますけれども、これが達成されれ

ば、随時また備蓄量の増をその都度検討していきた

いというふうには考えております。 

○11番（東 育代君） 達成されればということで

すが、災害はいつ起こるかわからないというのが前

提でありますので、1,000人分備蓄ということにな

ると、これで大丈夫なのかなと思うところです。今

から急に何千人分ということもまた不可能でしょう

し、考え方の問題なんですが、できるだけ多くの備

蓄というのもやはり考慮していただきたいなと思っ

ての質問ですが、いかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 当面は

1,000人分３日間の食料等の備蓄を目標にしており、

随時増やしていく計画でありますが、また不足する

分につきましては、県への支援要請とか日本赤十字

社などと連携協力をして、住民の方にも自助の観点

から３日間程度の食品、飲料の備蓄をお願いしてい

るところでありますので、そのような対策を講じて

いきたいと思っております。 

○11番（東 育代君） これ以上言っても、何人分

ということは出てこないと思いますので、努力して

いただくということでございますので、よろしくお

願いします。 

 それとあわせて、広報紙でも先ほど書いてあった

と述べたんですが、避難するときの心得で、自助努

力というところで、このぐらいは避難するときには

持っていってくださいよと、準備しましょうという

ことがあるわけなんですが、日ごろからこのような

こと、有事に備えて避難するときの心得などを紙ベ

ースだけではなくて、やはり最近は活字離れもあり

ますし、広報紙に載っていても、なかなか見る方が

どのくらいなんでしょうかということもありますの

で、市民への広報、啓発のあり方についても検討を

していただくことを願っているんですが、そこら辺

のところについて、いかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 避難の際の

持ち出し品等でございますけれども、現在、出前講

座等におきましては、その都度市民の方にこういう

ことでお願いしますということで伝えてはいるとこ

ろですが、また今後、いろいろどのような伝え方が

あるか検討してまいりたいと思います。 

○11番（東 育代君） 市のほうだけに何食分とい

うことは無理ですので、日ごろから私たちもやはり

備えていかなければいけないなという意識を高める

上においても、広報のあり方を検討していただきた

いと思います。 

 次の避難所における災害弱者への配慮と環境整備
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についてどのようかについて伺います。 

 熊本地震では、車中泊や戸外でテント生活の状況

も見受けられました。高齢者、障害者、妊産婦、乳

幼児を持った方々等、災害弱者と言われる方々や、

またペットと一緒とか集団生活が困難な人が多くい

たということでした。避難所における災害弱者への

配慮等環境整備計画があれば、お聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 避難所におきましては、お

述べになられましたとおり、健康管理、衛生環境、

種々の面で避難者に配慮した対応が大変大事であり

ます。とりわけ、御質問の中にございましたとおり、

高齢者や障害をお持ちの方々、乳幼児をお持ちの

方々など、要配慮者に対して配慮した対応、環境整

備をすることは、避難所運営において重要な要素で

あると認識をしているところであります。 

 避難所への配慮等環境整備計画はありませんが、

地域防災計画に定めている避難所運営マニュアルを

踏まえ、避難所内の居住スペースの間仕切りや段ボ

ールベッドの設置、授乳室、更衣室の配置などの環

境整備面に加え、保健師や管理栄養士の訪問による

健康管理、メンタルケアに努めるなど、保健医療活

動の充実、生活環境の充実・確保を図ってまいりた

いと考えております。 

○11番（東 育代君） 避難所運営の上で重要であ

ると、環境整備について御答弁いただきました。 

 間仕切りとか段ボールとかいろいろとお述べにな

ったんですが、先ほどから県西部直下型地震を想定

したときということで、避難者が１万2,600人とい

うことが記事にあるわけなんですが、この１万

2,600人のそれぞれの避難先については、地域防災

計画で明記をされていることは承知しております。 

 例えば、串木野小学校体育館に400人とか、中央

公民館686人とか受け入れ人数があります。避難所

へこの人数が避難したときに、災害弱者への配慮、

対策、対応はどこまで可能なのでしょうか。 

 あわせて、体育館にはトイレが外にしかありませ

ん。２階の避難所へは災害弱者は無理です。本当に

避難所として対応できるのかについて、とても心配

しておりますが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 県西部直下型地震が発生し

たときの最大の被災ケースとして、被災１日後の避

難者は１万2,600人と推定をされております。その

うち避難所利用者が7,600人と想定されております。

本市の避難所の収容可能人員は、全体で１万1,135

人となっておりますので、災害の状況にもよります

が、何とか工夫をしていけるんじゃないかというふ

うに考えております。 

○11番（東 育代君） 災害はないことが一番なん

ですが、何とか対応ができるんじゃないかという御

答弁でございましたけれども、体育館とかトイレが

外なんですよね。そんなところも避難所になってい

て、そして、なおかつ収容人数の割り振りでは400

人ぐらいとか、串木野小学校でとか、あるわけなん

ですね。市民と語る会でも、ドリームセンターも２

階は災害弱者はなかなか上れないよという声もあっ

たりしております。中央公民館の場合もそんな声を

聞いております。 

 そこら辺も含めて、本当に避難場所として対応で

きるのかということも再検討の必要があると思われ

ますが、いかがでしょうか。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 現在、避難

所につきましては、市の公共施設を利用して設定さ

せてもらっているところであります。今後、種々の

問題がありますけれども、プライバシーの確保対策

のために間仕切りを準備したり、簡易ベッドを準備

したり、簡易トイレの設置等をしたり、そのような

災害時の対応も検討してまいりたいと思っておりま

す。 

○11番（東 育代君） 御答弁いただきました。検

討してください。 

 次に移ります。 

○議長（中里純人君） ここで、昼食のため休憩い

たします。 

 再開は午後１時10分とします。 

             休憩 午前11時55分 

             ───────── 

             再開 午後１時10分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

○11番（東 育代君） 災害を受けた他自治体から
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の避難者等の受け入れについて、どのように考える

かということです。 

 せんだっての新聞で、後方支援、住む拠点整備、

都城市の災害時後方連携を見据えと記事を目にしま

した。都城市は、昨年、周辺市町に呼びかけ、県南

部地域大規模災害対策連携推進協議会を設立、県と

は別に、災害時の広域連携計画を策定したというも

のでした。鹿児島県及び県内の市町村間の災害時の

相互応援協定があるようですので、大規模災害が発

生すれば単独の自治体だけでは対応できませんが、

広域での応援、支援体制はできているとお聞きして

おります。災害を受けた他自治体からの避難者等の

受け入れについて、本市の現状をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 後方支援のこの協定につき

まして、都城市の取り組みをお話しなさいました。

消防、自衛隊、ボランティアなど、被災地で救護や

復興に従事する人々の活動拠点であり、支援物資の

中継基地の役割を担う施設であることから、大きな

被害が予想される沿岸部から離れた最も被害を受け

にくい地域に設置すべきものであると考えられてい

ます。したがいまして、沿岸部に位置する本市に拠

点施設を置くことは難しいものと考えます。後方支

援の拠点の設置につきましては、県や近隣自治体と

の協議を踏まえて検討しなければならないのではと

考えているところであります。 

○11番（東 育代君） 後方拠点施設の整備につい

ては、なかなか考えられないということでございま

したが、災害を受けた他自治体からの避難者等の受

け入れについて、本市の現状をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 被災された自治体からの応

援要請があった場合ですが、この避難者の受け入れ

についてであります。県及び県内市町村間の災害時

相互応援協定に基づいて被災者を一時収容するため

の公共施設を提供することになっております。今回

の熊本地震での対応としましては、市営住宅を６カ

月間、家賃、敷金及び駐車場使用料を無償で提供し、

一時的避難場所として提供される市営住宅のほか、

県営住宅、民間住宅に入居される場合は、水道料及

び下水道料金についても、６カ月間全額免除として

おります。 

 また、児童生徒の避難者については柔軟な対応に

心がけ、教育委員会の判断で、今回は、照島小、荒

川小、市来小で速やかに受け入れを行ったところで

あります。 

 今後におきましても、被災された避難者の支援等

につきましては、柔軟に対応してまいりたいという

ふうに考えています。 

○11番（東 育代君） 本市の現状をお聞きいたし

ました。公共施設の提供、市営住宅とか、それから、

児童生徒の受け入れとか、いろいろとお聞きしたと

ころですが、先ほどちょっと都城市の取り組みを御

紹介いたしました。都城市は、この後方支援の中心

施設として、通常の消防署にない設備等の整備もあ

ることから消防署の移転建設工事が進んでいると記

事を見ました。本市では、消防署の本庁と分遣所の

問題が宙に浮いた形となっておりますが、消防署が

災害時の拠点施設としての機能も備えた施設となる

ことも可能かと思うところです。消防署と分遣所、

今後の見通しについてはどのようなのか、お聞きし

ます。 

○市長（田畑誠一君） 消防署の役割というのは、

私が申すまでもなく、市民の皆さんの生命、財産を

守る、安全生活を守るための備えであります。その

重大な責務を消防署は負っておるわけでありますが、

そういった点を考えますと、できるだけ真ん中に近

い中心地と言えばいいんでしょうか、市民等しくと

言いますと。それから、また、交通の利便性がいい

とか、そういったこと等が考えられますし、今、東

議員がお述べになられましたとおり、消防署自体が

万一の場合は避難所になり得るということでもある

と思います。また、通信設備等も整っておるわけで

ありますから。ただ、そういった意味で、今、それ

なら、しからば、本市は今の状況はということです

けれども、いずれ、将来、消防署の今のところも非

常に狭いですので、そういったこと等も考えあわせ

ますと、いずれ、どこかに移転をしなきゃいけない、

そして、もっと、何ですか、機能が発揮できる消防

署にしなければいけないというときが来るんではな

かろうかと、私自身予測はしておりますが、今のと

ころ、まだその計画は全く持ち合わせておりません。 
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○11番（東 育代君） 今のところ、そのままとい

うことなんですが、先ほどの同僚議員の質問の中で

も、災害時の消防力の強化は必要という答弁がござ

いました。消防署の機能アップも含めて、引き続き

前向きに検討していただきたいなと思うところです。 

 先ほど受け入れの拠点施設のことを申しましたが、

本市は災害を受けた他自治体からの避難者等の受け

入れや災害時の広域連携が取りやすく、高速のイン

ターも２カ所あるというふうに思っております。災

害を受けた他自治体からの避難者の受け入れの拠点

となることは、市民の防災意識の向上にもつながる

のではないかと期待をしながらの質問でございまし

た。今のところ考えていないということでしたので、

次の質問に移りたいと思います。 

 子育て支援と人口減少についてです。県平均と比

較して、年少人口、生産年齢人口ともに低く、老年

人口の割合は高い。人口減少対策には子育て世代の

支援が最も大切である。本市の現状と市長の考えを

お聞きしたいと思っております。 

 まず、人口減少は社会現象と捉えるとしても、少

子化に伴う人口減少は、社会保障の見直しや市民生

活への影響など深刻な問題が生じてきています。本

市は、県平均と比較して、年少人口、生産年齢人口

ともに低く、老年人口の割合は高いようです。ゼロ

歳から14歳までの年少人口、県平均13.7％に対して、

市は12.4％です。15歳から64歳までの生産年齢人口

は、県平均57.8％に対して、市は55.6％とあります。

65歳以上の老年人口に関しては、県平均28.6％に対

して、市は32.1％と、かなり高いようです。近隣の

日置市や薩摩川内市と比較しましても、年少人口、

生産年齢人口ともに低く、老年人口比率は高いよう

です。この年齢別推計人口の調査結果を市長はどの

ように捉えられていらっしゃるでしょうか。平均と

比較して、年少人口、生産年齢人口ともに低く、老

年人口の割合は高い、このような調査結果について、

まず、市長の見解をお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） この人口問題でありますが、

県平均と比較しまして、年少人口、生産年齢人口が

ともに低く、老年人口の比率は高いという調査結果

が出ております。年齢別推計人口で言いますと、県

平均と比較して、年少人口、生産年齢人口が低く、

老年人口は高いですが、過去３年間の推移を見ます

と、年少人口は12.4％を維持しているものの、生産

年齢人口は約１％ずつ減少し、逆に、その分、老年

人口は１％ずつ増加して、高齢化が進んでいると思

っております。このことが、こういった形が、少子

化が進んでいる要因だろうと思っております。 

 その対策として、議会の皆さんと協議をしながら、

現在、何とか働く場所の確保ということで企業誘致

の優遇政策を制定したりして、いろいろ努力をして

いるわけでありますが、ここのところヒガシマルさ

んとか、その制度を活用してヒガシマルさんとか、

濵田酒造さんとか、大きくはプリマハムさん、アー

ルエフさんがここ１年ちょっとの間に、おかげさま

で、企業進出または増築をしていただいて、100名

ぐらいの雇用は生まれたと思っておりますが、それ

でもいかんせん、人口減少に歯どめのかからない現

象でありまして、大変心を痛めているところであり

ます。今度の総合戦略でも、最重点に位置づけて、

この人口減少対策に取り組まなければならない課題

だなというふうに捉えているところであります。 

○11番（東 育代君） 年少人口に伴う人口減少は、

まちづくりの存続にもかかわってきますし、深刻な

問題であるようです。ちょっと時間がありませんの

で、次に移ります。 

 それでは、項目別に質問を続けます。子育て支援

センターの取り組みについて伺います。 

 ５月24日から教育民生委員会で、長野県東御市に

行きました。人口規模、面積がほとんど一緒の市で

した。ほどよい田舎、東御市とパンフがありました。

しかし、この東御市では、14歳から18歳までの死因

の２位が自殺で、19歳以上が１位というような調査

結果を受けて、国や県の補助事業を最大限活用した

子育て支援策を市の大きな柱として位置づけられま

した。現在は、年少人口割合が安定し、人口減少に

ついても安定してきているとお話をされました。長

野県内の住みよさランキングでは第１位、働く世代

が住みやすい都市ランキングでは第３位の東御市に

なったと強調なさいました。このような東御市には、

子育て支援センターが２カ所ありました。 



 
- 29 - 

 本市にも子育て支援センターはありますが、あわ

せて、子育て団地内といちき保健センターでも子育

て支援サービスがあることは承知しておりますが、

本市の子育て支援センターの取り組みについて現状

を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 本市の子育て支援センター

についてのこの現状のお尋ねでありますが、本市の

子育て支援センターの事業につきましては、現在、

社会福祉法人に委託する形で、平成５年にさわやか

子育て支援センターを設置し、育児相談、親子の交

流促進、子育て支援講座や屋外での公園遊びなど、

さまざまな事業を実施しております。平成27年度は

同支援センターに195名の会員登録があり、年齢別

グループによる子育て支援や講座などの利用者数は

延べ8,825人に上っているとお聞きしております。

多くの親子が利用されるなど、大変すばらしい実績

を上げておられるようであります。 

○11番（東 育代君） 登録者も多くて、延べ

8,825名の方が利用しているということでしたが、

本当に、本市の支援センターは利用者も多くて、指

導員の先生方も一生懸命になさっていらっしゃるこ

とは承知しておりますし、利用されていらっしゃる

方々の喜びの声もお聞きしております。東御市の支

援センターは、市支援センターとしての運営であっ

て、本市とは形態が違うとは思いますが、市として

も児童館を兼ね備えたような支援センターがもう１

カ所あってもよいのではないかと思っているところ

です。いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 子育て支援センターのこの

増設についてでありますが、本市の子育て支援セン

ターの利用者は、先ほど申し上げましたとおり、毎

年約200名の登録者がおられて、延べ利用者数も

9,000人と多くの方々に利用されております。子育

て支援センターの増設については、利用者の方々か

ら利用できる回数を増やしてほしいなどの要望もあ

ることから、今後検討してまいりたいと思っており

ます。 

○11番（東 育代君） 今後検討していくというこ

とで、前向きな御答弁かなと捉えておるところです。

東御市と同じようにとは言いませんが、核家族化の

進行と少子化による子育てに悩みを抱える方々も増

えております。最近では、北海道の北斗市で７歳の

大和君の事件がありました。６日ぶりに両親のもと

に帰った様子が報道されて、多くの人の喜びの声を

聞きました。子供のしつけについて賛否両論ありま

すが、改めて子育てについて、しつけについて考え

させられました。子育て世代の方々にとっては、子

育てを支援している環境の整備、拠りどころが重要

であるようです。 

 子育て世代の方々が、安心して子育てできるよう

な児童館機能を備えた支援センターの２カ所目につ

いて、前向きに御答弁いただいたので、次の質問に

移ります。東御市と同じようにとは言いませんが、

東御市の場合、御家族の皆さんが自由に集まって遊

び、触れ合える場所であるとか、子育てをお手伝い

したい地域の皆さんが集う場所であったりとか、携

帯電話やスマホのメール機能を使った配信サービス

など、子育て世代の方々のニーズにあった場所づく

りも考えていかなければならないのではないかと思

うようなことでした。 

 海浜児童センターが、平成24年３月の一般質問で

もいたしましたが、平成28年度中に、海浜児童セン

ターを含む個々の施設の方向性を決定すると答弁が

ありました。そこで、今年度中に何らかの方向性が

決定されるとは思っております。以前にも申し上げ

ましたが、市内には子供たちが自由に遊べる児童館

がありません。ぜひ、この海浜児童センターを２カ

所目の子育て支援センターとしてなることを願って

おりますが、再度お聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 海浜児童センターの位置づ

けでありますが、本市では、この海浜児童センター

を含む全ての公共施設の維持管理に関する基本方針

及び施設更新や統廃合、長寿命化、あるいは、廃止

も含めまして計画し、実施するための公共施設適正

化事業に取り組んでおります。本年度、平成28年度

中に計画を策定し、その後、個々の施設の方向性を

決定をすることとしております。したがいまして、

海浜児童センターについては、そのような見地から

今後検討していくことになります。 

○11番（東 育代君） もう一つ、東御市では、子
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育て支援事業について、子育て支援ポータルサイト

すくすくポケットの開設がありました。これは、中

央活性化地域住民生活緊急支援交付金対象事業での

活用で、100％の国庫補助ということでした。ポー

タルサイトを開設して、思春期から子育て世代を対

象とした子育てにかかわる情報の集約等を発信する

ものでした。アクセス数は平均１日55人、ページビ

ューは270ページも及ぶということでございました。 

 本市のホームページを検索したときに、子育て支

援等に関する情報は極めて少ないようです。本市の

魅力を知ってもらうには、子育て世代のニーズにあ

ったサービスの提供や喜んでもらえるような配信サ

ービスのあり方を検討していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 大切なこの子育て支援につ

いて、先ほど来、東御市の例を実際お調べになって、

お話を、提言をしていただいておりますが、東御市

の応援ポータルサイトには、妊娠、出産から18歳ま

でのそれぞれのライフステージの情報などが掲載さ

れており、出産、子育てなど、情報満載のポータル

サイトで、スマートフォンからもアクセスできると

のことであります。子育て支援についてさまざまな

情報が掲載されており、子育てにかかわる方々の支

援につながるのではないかと考えますので、今後検

討してまいりたいと思います。 

○11番（東 育代君） ぜひ、検討していただきた

いと思います。 

 それでは、次の市教育支援センターの整備につい

て伺います。 

 平成26年12月議会で、市教育支援センターについ

ての現状と取り組みについて質問した経緯がありま

す。不登校等の児童生徒の学校不適応解消に努め、

学校への登校を目指すために、児童生徒、その保護

者に教育相談及び学習支援を行うとし、教育支援セ

ンターの事業内容の説明を受けております。 

 ５月20日発行の広報の中の教育委員会便りでも、

小中一貫教育で目指すものは、学力の向上といじめ、

不登校ゼロという記事を見ました。学校に行けない、

行かない児童生徒、保護者の声をお聞きしますと、

理由はさまざまですし、要望も多くお聞きしており

ます。 

 送迎の問題も一つにあります。仕事を持つ保護者

も多くなっております。昼夜逆転生活で、朝が苦手

の児童生徒もおります。ほんのちょっとしたきっか

けで、学校に行かなくなるかもしれません。逆に、

行くようになるかもしれません。送迎の問題がある

としたならば、手を差し伸べてやってもよいのでは

ないかと思っております。 

 そこで、もう１カ所、２カ所目の教育支援センタ

ーがあってもいいのではないかと思っておりますが、

１カ所で十分とお考えでしょうか、お聞きします。 

○教育長（有村 孝君） 現在、市の教育支援セン

ターは、市来地域公民館のパソコン室を利用して１

教室を開いているところでございます。支援センタ

ーに通う児童生徒は、先ほど来、議員の説明にもあ

りましたけれども、心の中にさまざまな課題を抱え

ておりまして、それを乗り越えて登校しようと努力

はしております。教育委員会といたしましても、ス

クールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

等による相談を含めた支援体制を整えているところ

でございます。 

 しかし、この子供たちは、思春期という不安定な

時期に加え、人間関係を築くことを非常に不得意と

するため、ささいなことが原因でも、突然、帰宅し

ようとして声を荒げたり、支援センターを飛び出し

て周囲を駆け回ったりという予測のつかない行動に

出る状況もございます。その際は、連絡を受けた学

校教育課の職員を中心に、速やかにサポートに入る

ことができる体制をとっております。 

 また、学校教育課の職員が定期的に支援教育セン

ターを訪問いたしまして、学習指導や励まし、ある

いは、声かけを行ったり、指導員と情報交換を行っ

たりしております。それらの情報をスクールカウン

セラーやスクールソーシャルワーカーにつなぎ、支

援体制の充実を図っているところでございます。 

 このように、管理運営や学習環境の面から、現在

の場所が不登校傾向の児童生徒の支援には適してい

ると考えておりまして、１カ所ということで、今、

考えているところでございます。 

○11番（東 育代君） 管理運営の面からも１カ所
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でいいんじゃないかという御答弁ですが、平成27年

度は32名の長期欠席、不登校があったとお聞きして

おります。他市では、朝、必ず欠席の状況確認を保

護者ととる。また、欠席の状況確認がとれないとき

は、家庭訪問するなどとお聞きしておりますが、長

期欠席にならないような対策について、本市の取り

組みはいかがでしょうか。 

○教育長（有村 孝君） いわゆる、長期欠席にな

らない、不登校の未然防止と言いましょうか、その

ことについての御質問だと思いますけれども、不登

校の未然防止には、大きく分けて二つ、重要なこと

があると考えております。 

 一つは、児童生徒の居場所づくり、仲間づくりで

す。児童生徒が学校へ登校して、安心して過ごせる

自分の居場所があって、また、信頼できる友達がい

る環境づくりをするよう学校を指導しているところ

でございます。 

 もう一つは、わかる、あるいは、できる授業を学

校が提供する、実施するということでございます。

学校生活の基本は授業です。一人ひとりの子供たち

が学年相応の学力をつけることが第一でございます。

特に、児童生徒一人ひとりの実態に応じた個別指導

を工夫するよう学校に指導しているところでござい

ます。また、議員仰せのとおり、32名という数字も

出てきましたけれども、30日以上不登校という子供

たちの数を見ても、決して少ないほうではございま

せん。学校に通えない児童生徒を１人でも少なくす

るために、今後とも学校と連携して取り組んでいき

たいと考えているところでございます。行く行くは

ゼロを目指しているという覚悟でおります。 

○11番（東 育代君） 未然防止ということで、ゼ

ロを目指すと教育長の力強いお言葉をいただいたん

ですが、なぜ、学校に行けなくなっているのか、長

期欠席の保護者数人が集まっていらっしゃいました

のでお話をお聞きする機会がありました。給食費の

問題もありました。登校したときに牛乳がなかった

と。給食費はとめられていたと。それから、朝の電

話連絡での対応が、伝えておきますで終わったとか、

また、登校したときの受け入れ体制で、たまってい

た問題集やプリントを次々に出されたと。あるいは、

適応障害があるがゆえに、こだわりが強くて、周り

の環境に敏感なのに、それに先生方が機械的に対応

されたと。あるいは、遊びの延長で済まされないよ

うな対人関係のトラウマとか、いろいろとありまし

た。理由を聞いて、学校に行きたくても行かれない、

行けないというそれぞれの保護者の声に納得しまし

た。 

 学校側には学校側の立場もあることは承知してお

りますが、このような保護者の生の声についてどの

ように思われますか。 

○教育長（有村 孝君） 今、さまざまな不登校、

学校に行けない保護者等の声をお話いただきました

けれども、現在、学校の対応といたしましては、保

護者からの欠席の連絡があった際は、その児童生徒

の現在の様子を確認しております。また、不登校の

児童生徒一人ひとりの心身の状態や個性に応じて定

期的に電話連絡、家庭訪問等による連絡を行ってお

ります。不登校児童生徒が登校した際には、自分の

学級に入りにくい場合は、保健室や相談室への登校

を勧めたり、他の児童生徒が下校した後、放課後の

学習をサポートしていくといったような個別指導等

もやって、実施している学校もございます。今、議

員が指摘されたような事例、こういう御意見等がご

ざいましたら、当該の学校長を中心にしながら、学

校にもすぐ連絡をしていただきまして、対応してい

くと。そして、また、学校に相談ができなければ、

私ども教育委員会のほうで結構でございますので、

そういうところにまた相談に来ていただくと。また、

私ども、それなりに学校及びいろんな相談機関に相

談をしてまいりたいと思っているところでございま

す。 

○11番（東 育代君） なかなか不登校状態にある

と、保護者もですが、子供たちも立場が非常に弱く

なっていると言うか、心が弱くなっております。学

校に行かないのではなくて、行けないのだという声

を聞いたときに、胸が痛くなりました。不登校ゼロ

はハードルが高いようですが、減らすことはできる

のではないかと思っております。 

 今月６月末に障害児学童保育てんとうむしが、新

しい建屋が完成され、引っ越しをされます。場所的
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には、庭もありますし、ゆったりできる空間があり

ます。てんとうむしさんの跡地を利用して、２カ所

目の市教育支援センターについて、いかがでしょう

か。 

○教育長（有村 孝君） 市来地域に加えて、串木

野地域にも支援センターを開設したらどうかという

御質問でございますが、串木野地域への開設につい

ては、安全面と指導面の両方を考えたときに、大き

な人材確保が問題と、課題ということもございます。

また。子供の言動を受けとめ、その心を理解して、

人間関係をスムーズにできるような力量を持った支

援員の確保も必要でございます。また、児童生徒の

突発的な行動に対応するためには、現在、学校には、

学校教育課に指導主事が３名おりますが、この学校

教育課の指導主事等では、もし、串木野地域に２カ

所目がありますと、非常に緊急的な対応にちょっと

困難かなというそういった管理運営面で課題等もご

ざいまして、今後は、今、議員の御指摘の保護者等

の御意見、要望等については、先ほど申しましたけ

れども、在籍校の校長先生方の意見等も、教職員の

意見等も我々のほうで聴取しながら、研究をさせて

いただければなと考えているところでございます。 

○11番（東 育代君） なかなか管理運営面がとか、

いろいろお聞きいたしましたが、まず、この支援セ

ンターは、利用者は誰なのかということが前提であ

ると思うんですね。送迎の問題とか、いろいろな問

題がありますので、この32名が本当に少なくなるよ

うに、ぜひ、串木野地域のほうにも２カ所目の市教

育支援センターの増設をお願いしたいと思っている

ところです。 

 次の質問に移ります。児童発達支援と療育事業の

整備運営について伺うものです。 

 児童発達支援センターてんがらかん、てのんかん、

あいあいスペース、いちき串木野市療育園と児童発

達支援事業があります。市の療育園の先生方は、本

当に仮住まいのような施設の中で子供やその保護者

に寄り添いながら一生懸命に取り組みをしていただ

いております。指導員の先生方の療育への取り組み

やお子さんたちの発達に悩まれて利用される保護者

の熱い思いが、民間施設の開設にもつながったもの

と思って喜んでおります。障害、発達障害は早く気

づいて、適切に対応すれば、通学や就業も問題がな

いと言われております。 

 そこで、療育の施設利用についてですが、薩摩川

内市等では月23回利用可能とお聞きしておりますが、

本市は14回の施設利用となっております。市のこの

施設利用の上限について市のお考えをお聞きします。 

○市長（田畑誠一君） 本市の児童発達支援事業所

は、現在、２医療法人を含む３事業所４施設で行っ

ております。児童発達支援事業における利用必要日

数につきましては、利用決定を行う市が適切な１月

当たりの利用日数を定めることとなっており、本市

におきましては、現在、14日を上限としております。 

 当初、本市には、児童発達支援事業所が市療育園

しかなく、利用者の状況等を勘案し、14日を上限と

しておりましたが、現在、定期健診や保育所等の巡

回支援により、発達に気がかりのある子供たちを早

期療育につなげており、利用者も増加し、あわせて、

事業所も４施設と増えてきております。 

 したがいまして、今後は、事業所の定員や利用状

況を確認し、また、それぞれの利用者に応じた支援

の必要について、利用者や事業所等に十分確認した

上で、協議の上で、日数の上限につきましては、検

討してまいりたいと考えております。 

○11番（東 育代君） 日数の上限を検討していく

ということです。早い時期に、その子に応じた療育

を受けることで、学校生活、社会生活に適応できる

子供に成長していたかもしれません、年齢にあった

療育を受けていたら、２次障害を回避できたかもし

れない、きちんと我が子に向き合っていなかったよ

うに思う、失われた時間を取り戻すことはできない、

私のせいですと涙ながらにお話をされる保護者の方

がいました。このような思いをされる保護者が少な

くなることを願っているところです。 

 最後に、子育て支援サポーター養成について伺い

ます。本市でも、社会教育課の学校支援事業があり

ますが、東御市の例をまた申しますが、東御市では、

安心して子供を産み育てられるまちづくりを掲げて、

互助、共助による子育て支援が充実した環境を整え

るために、子育て支援サポーターを養成していると
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いうことでございました。この子育て支援サポータ

ー養成事業は、地域少子化対策強化交付金の活用で、

100％の国の補助事業でした。本市でも、子育て支

援環境の整備について、子育て支援サポーター養成

に取り組んでみてはいかがでしょうか、お聞きしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 東御市の子育て支援サポー

ターは、市が主催する子育て支援サポーター養成講

座を修了された方を認定するもので、子育て支援セ

ンターが行うさまざまな子育て支援活動にかかわる

人材として位置づけ、自分のペースで楽しみながら

活動に参加できるようになっております。 

 本市でも、子育て支援サポーターを養成できない

かとのことでありますが、本市においても、現在、

学校支援事業や乳幼児学級、子育て支援センターに

おけるボランティアスタッフなど、個々の能力に応

じて支援をいただいているところであります。子育

て支援サポーターにつきましては、生涯学習講座な

どを活用して、人材育成ができないものか検討して

まいりたいと思います。 

○11番（東 育代君） 現在、いろいろな生涯学習

講座とリンクした形でということですが、今、ファ

ミリーサポート事業も成果が見えないようですし、

子育て支援サポーターの養成で相乗効果が期待でき

るのではないかと思っているところです。市全体で

子育て世代への理解が深まることを期待したいと思

っているところです。 

 最後になりますが、子育てするなら鹿児島市へと

言われるような取り組みを進めると鹿児島市の森市

長はコメントされております。また、市長と市民が

対話するふれあいトークを地域や学校などで開かれ

ており、102回実施されたとあります。多分、就任

なさってからの回数とは思いますが、交流人口を増

やす政策の推進や子育てしやすい環境の整備につい

ての要望等を聞かれている様子が新聞に掲載をされ

ておりました。田畑市長も、市政報告会や市政懇話

会等、市民との触れ合いや意見交流の場を開催され

て広く市民の声をお聞きになっていらっしゃること

は承知しております。子育て世代や中高生との対話

等をも計画に入れていただけたら、生の声も聞ける

と思いますが、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） これは本市だけではありま

せんけれども、今、国家を挙げて少子化対策が一番

大きな課題だと思います。その少子化対策、未来の

宝である子供たちの支援のために一貫してずっと、

今日もそうでありますが、かねがねもそういった御

提言をいただいております。夢を見る子供たちへ、

将来を背負い、未来へはばたき、輝き、駆け抜ける

青少年たちに、市民の代表でいらっしゃる市議会議

員のお立場で熱い思いのエールを送っておられます。

そのお姿に敬意を表する次第であります。 

 「人生の本舞台は常に将来にあり」とは、目先の

利益にとらわれてはならないと、憲政の功労者、尾

崎行雄氏が残された至言であります。我が子の健や

かな成長を願って、朝な夕な、目配り、気配り、心

配りと、その環境づくりに腐心され、真正面から子

育てに取り組んでおいでの子育て世代の皆さんと主

役であり伸びゆく中高生との意見交換の場を持つと

いうことは、御提言いただきましたとおり、まこと

に時宜を得た有意義な使命だと思っております。そ

のような機会が得られたらと、期待をしているとこ

ろであります。 

○11番（東 育代君） 機会を得られたらじゃなく

って、機会を、ぜひ、つくっていただきたいと思っ

ております。 

 以上で、一般質問の全てを終わります。ありがと

うございました。 

○議長（中里純人君） 次に、西別府治議員の発言

を許します。 

   ［９番西別府 治君登壇］ 

○９番（西別府 治君） 昭和46年８月５日、台風

19号による豪雨で、当時14億円の年間予算の市に、

本市です、いちき串木野市です、30億円の被災が発

生いたしました。８月５日夕方６時から７時の時間

最大雨量は108ミリに達し、１日で降った雨は537ミ

リの豪雨となりました。大災害になった要因はさま

ざまありますが、インフラ整備の整った現在でも、

時間雨量80ミリを超す大雨が発生し、今後、温暖化

による集中的な雨量が予想されます。災害に対する

備えが大切になってきております。 
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 そこで、災害時における総合体育館の役割につい

てですが、午前中の質問の中で、総合体育館の避難

所指定については大規模災害について行うという答

弁がございましたが、詳しく総合体育館の避難所指

定について伺います。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 西別府治議員の御質問にお

答えをいたします。 

 総合体育館は、市民の健康づくり、競技力の向上

はもとより、文化的活用も含め、交流人口の増大等

を図るためのスポーツの殿堂として、また、あわせ

て、災害時における拠点施設として位置づけ、建設

したものであります。その趣旨にのっとり、これま

では防災会議を通して原則大規模災害時における任

意の避難所として位置づけていたところであります。

その後、県の地震等災害被害予測調査に基づく被害

想定結果として、県西部直下地震により多くの避難

者の発生が予測されることを市地域防災計画に反映

させたことなどを踏まえ、本年６月３日に開催をし

た防災会議におきまして、１次避難所、２次避難所

の枠を超えた避難所として指定をしたところであり

ます。 

○９番（西別府 治君） 建設当時、市民からいろ

んな話を伺うことがありました。その中において、

災害時に対応できる体育館も必要ではないかという

ことを説明し、理解を得た経緯、これはたくさんご

ざいました。その中で、６月３日、指定をされたと。

今までは任意であったということですが、枠を超え

てということですが、これは市長、任意であったで

しょうけれども、そういった建設趣旨の考え方から

すれば、ちょっと時間がたち過ぎてるんじゃないで

すか。そこをどうお考えでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） これまで建設の経緯に至っ

ては、もちろん、体育関係のことを話しましたけれ

ども、もう一つは、大きな狙いというのは、災害時

における拠点施設として建設をしたものであります。

これまでは防災会議を通して、原則大規模災害時に

おける任意の避難所として位置づけていたわけです

けれども、その後、さっき申し上げましたとおり、

県の地震等災害被害予測調査に基づく被害想定結果

として、県西部直下地震により多くの避難者の発生

が予測されることを受けまして、市の地域防災計画

に反映させたところであります。そのことを６月の

３日に開催した防災会議において、１次避難所、２

次避難所の枠を超えた避難所として位置づけ、指定

をしたところであります。 

○９番（西別府 治君） 時間がたっていることに

ついては御理解いただきたいと思います。 

 当初、建設当時にさまざまな計画があったと思う

んですね。それが、実行されている部分、されてい

ない部分。ですから、そういった時間がたっていま

すので、もう一度、検証していく、そして、最適の、

運動施設とはまたちょっと切り離してお考えいただ

きたいと思うんですが、防災の、いわゆる、拠点と

して考えていく必要があるんじゃないかなと思って

おります。 

 その中で、次の質問ですが、総合的な検討を実施

していかなければ、時間がおくれた分、あると思い

ます。２番目の総合体育館の災害時の役割について

伺います。 

○市長（田畑誠一君） 総合体育館につきましては、

これは初期、短期にかかわらず、大規模災害発生期

の長期的な避難や災害の状況等により設置が必要と

判断をされる場合に開設することとしておりますが、

総合体育館は、御案内のとおり、1,000人が収容で

きるアリーナがあります。また、シャワー設備のつ

いた男女更衣室や託児室に加え、会議室など、多数

整備されており、高齢者や乳幼児を持つ母親等の要

配慮者や男女のニーズの違いに伴う対応にも十分配

慮できる施設であると考えております。 

 また、多目的グラウンドに隣接し、高速道路、自

動車道も近く、駐車場の確保、防災ヘリコプターや

ドクターヘリの離着陸、何よりも物資の集配にも適

しており、運営を安定的に維持できる避難所の拠点

として期待がされると思っております。 

○９番（西別府 治君） 市長、３番目のとちょっ

とかぶったような答弁でありますよね、今のところ。

大規模災害のみ適用していくということですよね。

今、答弁聞いていますとですね。ですよね。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 現在のとこ
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ろ、総合体育館につきましては、大規模災害時の長

期的な避難が必要になった場合とか、地震等、災害

の状況によって多数の人を避難させなければならな

い状況とか、そういうときに開設をしたいと考えて

おります。従来の台風とか、大雨とかの場合は、近

くの現在の第１次避難所というのを活用していただ

きたいと考えているところでございます。 

○９番（西別府 治君） ちょっと戻りますけど、

建設当時の考え方と今の考え方と若干変わってきて

いるのかなと思います。そして、それはそれでいい

ですよ。後でまた、大規模災害時のことだけでのと

いうことは、また、いろいろお話させていただきた

いと思いますが、そういった意味では、市民感覚で

見た場合に、どんだけ設備が整っているかと、ここ

らあたりがまず一番目に来るんじゃないかなと考え

ておりますね。 

 発電機、ディーゼル発電機が設置されていますよ

ね。これは聞き取りでも話しておりますが、どのく

らいの馬力の発電機が据えられているのかと。これ

は３日間ぐらい燃料はもちますよということで聞い

ておりますけど。準備してあるんでしょうかね。そ

こらあたりについて、どのくらいの力の発電機なん

ですかねということですね、まず。 

○市長（田畑誠一君） 総合体育館の太陽光発電の

場合は、これは売電のみの対応になっておりますが、

電気が遮断されたときのために、今、お尋ねになっ

ている非常用発電設備を備えております。 

 この規模、規格ですけど、容量ですが、燃料はＡ

重油を使用して、容量1,950リットルであります。

出力は88キロワットで、約３日間の連続運転が可能

であります。ただ、しかし、なお避難が長期に及ぶ

ときは、燃料を補給することによって、連続利用は

もちろん可能となります。備えているのが３日間分

ということです。 

○９番（西別府 治君） 避難生活で初期、発生し

てすぐ、これ三つぐらい、いわゆる、問題点がある

みたいで、まず、電力の確保ですね。今、これ体育

館、今、市長が言われた、できますよと。80キロバ

イト、約90キロバイトの発電機ですから、かなり大

きいです。大きいですから、かなりの出力で電力を

カバーできていきますね。 

 それと二つ目が飲料水の確保ですね。飲料水の確

保。本市の場合の体育館は、あそこに給水塔がない

ですから、給水塔。水を一回受けて、直接配る方法

に、今、なっていますから。給水塔がないですから、

排水池の水がなくなるまでは使える。飲み水として。

使えるやつですね。短期、短期ですね。飲み水とし

て大丈夫ですからね。 

 そして、トイレの確保。この三つが大きなウエー

トになるみたいなんですよ。市長が、今、太陽光の

発電は売電のみですよとおっしゃっていますけれど

も、太陽光も自立運転機能というのがございまして、

災害時に、これも聞き取りで話してありますから、

災害時に売電をとめて、今起こしている電気を自分

たちで使える自立運転というのがございます。それ

がついているか、その機能がついているか、ついて

いないかということをお伺いします。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 非常用発電

機の太陽光発電の問題ですけれども、蓄電池を付随、

つけていない状況でございますので、その機能はつ

いていないと考えております。 

○９番（西別府 治君） ちょっと課長と話してい

いですか。課長と。課長、蓄電池の話をしているん

じゃないんですよ。パワーコンディショナーのとこ

ろに切り替え装置がありまして、コンセントを差し

込むことができるんですね。そして、売電をとめま

す。売電をとめて、電気を起きていますよね、お日

様が当たっていたら。それを直接引き込むことがで

きることがこの、済みません、自動運転と言いまし

た、自立運転機能ですね、自立運転、あるんですよ。

これはついてない、多分、ついてないと思います。

ですから、市長、これは、ぜひ、パワーコンディシ

ョナーに付随してつけることができますから、太陽

が出ている間は、もちろん、ディーゼル発電でもい

いですよ、ディーゼル発電で行きますけど、こっち

の太陽光の電力も、これ使えますから、こういうの

をしていただきたいと考えますね。 

 それから、90キロバイトですから、空調の冷暖房

の室外機、空調も回せるんじゃないかなと思ってい

ます。ですから、避難された方、環境の問題を含め
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ながら、いらっしゃる方、高齢者もいらっしゃいま

すから、そこらあたりの住み分けをしていく必要が

あるのかなと。多分、配線がそういうふうになって

るんじゃないかなと考えます。 

 あと、太陽光の部分がありますから、ちょっと専

門的なことを言っていますけれども。していない。

していない。じゃあ、それ、市長、ちょっと言いま

すけれども、別なんですね、配線が。はっきり言い

まして。別にしないと、電気がひょっと流れてきた

ときに、ブレーカーを落としていますけれども、上

げたら、とんでもない話になりますから。そこらあ

たりも含めて、ちょっと検討されたほうがいいのか

なと。時間がたっていますから、最初のころは、い

ろいろ設備を備えていくじゃないですか。今、熊本

とか、いろんなところで災害が起こってくれば、必

要な部分というのはまた見えてきているわけですか

ら。そういった、これは専門用語で特定負荷と言う

らしいんですね。特別に最初からこのエンジンがか

かったら、電気が流れたら、そのところに流れて電

気がついたり、トイレの電気もついたりとか、さま

ざまなことができるように特定負荷の配線というも

のがあるみたいですので、またそこらあたりも御検

討いただいてしていただければなと。これは一番、

電力の確保というのが大事ですから。この前、３日

間ぐらいとまっていましたから。これが長期化すれ

ば、当然、こういったのが必要になってくると思い

ますから。これは短期の話です。 

 それから、もう一つ、トイレの確保であります。

トイレの確保ですね。あそこは中水というのが、上

水道、下水道と言って、真ん中の中水道というのが

ありまして、中水をわざわざ掘ったんです、あそこ

は。災害等を含めて掘ったんですよ。井戸を。中水

があそこはポンプアップできて、水道が遮断されて

いても、飲めないですよ、中水ですから、上水じゃ

ないから飲めないですけれども、あるんですよ。こ

こらあたりの活用を。答弁があれば。ありますか。

どうぞ。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど来、太陽光発電が売

電だけじゃなくて、みずからに供給することの切り

替えが効くんだというお話をなさっておりますが、

太陽光発電は、私が言うまでもなく、自然に優しく、

環境に優しい、非常に重宝がられておりますが、他

方、申すまでもなく、夜とか、雨の日は全く発電し

ないという今のところ欠点もあるようですね。ただ、

今、そこで研究が進められているのが蓄電技術だと

思います。今、お述べになられました切り替えでそ

ういったのが効くのかということ等は、それは全体

的な捉え方として、可能であったら、例えば、どれ

ぐらい費用がかかるのか、事業費がかかるのか、そ

れは研究させてもらいたいと思っており。 

 そこで、今度はトイレの問題ですけれども、総合

体育館は上水道に接続をしております。が、飲料水

用の給水槽は備えておりません。ただ、23トンの井

戸水を貯水する雑用水槽を設置しておりまして、井

戸水については、トイレの流水用と駐車場にある水

道施設用水に活用をしております。したがいまして、

現時点で考えているのは、災害時のトイレの確保に

当たっては、仮設トイレの設置などとあわせて、携

帯用簡易トイレなどの整備を進めるとともに、合併

浄化槽の配管に直接つなぐマンホールトイレと言い

ますか、そういった設置については、これは浄化槽

の容量などの課題もありますから、研究してみたい

と思っています。 

○９番（西別府 治君） 中水の利用のあり方なん

ですが、ウォシュレットをつけることで、上水じゃ

ないと中水使えないんですね。はっきり申し上げて。

ですから、切り離していかないといけない。じゃあ、

ボーリングをして、井戸をつくって、タンク23トン

だったですか、中水があるじゃないですか、ここら

あたりを有効活用していくことが必要になっていき

ますよね、災害時に。そして、今、マンホールトイ

レと言って、パイプがずっと並んでいれば、マンホ

ール近くの上に立ち上がっていて、そこの上に簡易

のトイレを乗せていけば、囲いはあるんです、もち

ろん、たくさんの方がトイレにできますと。流さな

いといかんじゃないですか。くみ取りじゃなくて、

ちゃんとした流れていく水洗のトイレですから、こ

れを中水を使って、水道をつけるというじゃなくて、

バケツで準備をしたり、いろいろあると思います。

そこらあたりをするためにも、マンホールトイレの
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設置、今、市長が浄化槽のキャパシティーが足りな

いからできないよということをおっしゃっています

けれども、あの浄化槽は10人、20人槽というそんな

数字じゃないです。はるかに大きな数字です。電源

をくれてやれば曝気しますから、多くの方々が、ま

ず、トイレについては、はっきり申し上げまして、

かなり満足されるんじゃないかなと。ただ、マンホ

ールトイレとしての配管がしてありませんので。こ

れも、そうお金はかからないです。やや傾斜したパ

イプに、上に立ち上げて、上から水を流して、排便

したのが流れていくのをつくるわけですから、20と

か、30とかいった穴をたくさんつくれば、囲いがあ

ってできるわけですから。通常はふたがしてありま

すから、まん丸い穴がたくさん見えているだけです。

これを整備していく必要があるんじゃないかなと考

えておりますので。 

 答弁の中にキャパシティーの問題がありますけれ

ども、これはキャパシティーは関係ないですね。な

いです。だから、そこの運動公園のトイレというの

は、そんな小さな人数を予想して、御存じのように。

ですから、ここらあたりも検討していただけていっ

たらと考えております。 

 それから、もう一度、太陽光のパワーコンディシ

ョナーからとるやつですよ。これはパワーコンディ

ショナーに後づけができると思いますから。つけら

れますから。スイッチ等入れるだけですから、そう

お金かからないと思いますから、これは、ぜひ、研

究じゃなくて、検討していただきたいと思います。 

 そして、ここの庁舎にリチウムの太陽光等を設置

される予定でありますが、そこまでは申しませんけ

れども、それだけの大容量の、あそこは発電モジュ

ールがありますから、ですから、そこらあたりも有

効に活用していくためにも検討していただきたい。

災害に強い電力は確保できるよと。トイレも中水が

あるから大丈夫だよと。水はそういった配水地があ

りますから、それでカバーしていきますと、かなり

内容の整った、短期の場合、あるんじゃないかなと

考えます。 

 あと、次いきますけれども、短期ですね。１週間

とか、２週間とかありますけれども、先ほど午前中

の質問の中でありましたけれども、生活環境の整備、

そして、いわゆる、プライバシーの確保という意味

で、間仕切りとか、市長おっしゃっていたですね、

段ボールベッドとか。これは、たしか、日置市の日

之出ダンボールと提携をされて、災害時には段ボー

ルが来るようになっていますよね。この内容をちょ

っと教えていただきたいと思います。 

○市長（田畑誠一君） 先ほどからお述べになって

おられますとおり、避難所ではプライバシーの問題

というのは、非常にまたその確保が大きな必須の条

件であります。そういった点で、今の体育館等なん

かに、段ボール製の簡易間仕切りを設置するなど、

どこの避難所も生活環境の確保に努めておられるよ

うであります。 

 そこで、本市の場合ですが、日之出紙器工業株式

会社と平成25年の１月21日に協定を締結しておりま

す。その内容ですけれども、災害時において、市か

らの要請に基づき、段ボールシートやケース、段ボ

ール製簡易ベッドなどを優先的に原則72時間以内に

供給すると。大変ありがたいことであります。とい

うものであります。これらの段ボール製品は、避難

生活において身体の負担軽減はもちろんのこと、プ

ライバシーの保護に大きく寄与することとなります。

避難者のストレス軽減にもつながるものと期待をし

ております。 

○９番（西別府 治君） これは、市長が先駆けて

やられていることですよね。ほかのところはなかな

かないと思いますよ、これ。ですから、どのくらい

の量を、例えば、持ってこれますかとなった場合に、

これは担当課長でしょうけれども、どのくらいの量

を持ってこれますか。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） どのくらい

の量ということまでは、まだ協議してないところな

んですが、災害時になったら、双方協議によりまし

て実施するということにはなっています。 

○９番（西別府 治君） 市長。今、答弁をもらっ

たように、建設時からおくれてさまざまなことがで

きるようになっているんですね。ちょっと手を加え

れば。それで、段ボールも先駆けてやられている。

担当課としては、おくれた上に、何ですか、どれく
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らい持ってくるかもわからないという話じゃないで

すか、簡単に申しますと。ですから、これはおくれ

ていますよ、はっきり言って。もっと具体的な部分、

これこれ何人分ですよとか、連携をしっかりとって、

私はいくべきだと考えております。ですから、もう

ちょっと具体的な計画と言いますか。あるんですよ、

非常に近いから。すぐそこですよ、日置市。すぐじ

ゃないですか。すぐ来てくれます。プライベートな

部分が、間仕切りについても言いたいんですけれど

も、間仕切りもあるでしょう、いろんなあれが。そ

れについては言いませんけれども、どうかそこらあ

たりの詰めをしっかりとしていただきたい。それは

担当課の役割ですからね、これ。と考えております。 

 次の質問、３番目ですね。大規模災害時における

総合体育館の本部代替え、施設の代替えの位置づけ

について伺います。ということなんですが、2014年、

おととしの広島県の、何ですか、安佐北区とか、大

雨が降りましたよね。あれで、時間99.5ミリです。

串木野市は100ミリちょっと超えていますから、そ

して、１日で243ミリですよ。本市は537ミリ。これ

だけの災害が起こったわけですね。いろいろ要件と

してはありましたね。あるんですが、山の上に何で

つくったのかとか、いろいろあるんですが、この雨

が降るんですね。そして、市長はよく鹿児島に行か

れると思いますが、桜島、10年ぐらい前の桜島とい

うのは、７合目あたりまでは木が生えて緑ですよね。

上のほうはざらざらした火山れきみたいなので、子

供たちに絵を描かせれば、上のほうは灰色に描くん

です。今、どうですか、市長。私もびっくりしてい

ますけれども、山頂まで緑ですよ。ということは、

温暖化がものすごいスピードで上がっている。ここ

10年ぐらいの間で、どんどん上がっていったですか

ら。私はずっと見ながら思うことでありました。そ

れで、この広島の災害は、バックビルディング現象

と言いまして、御存じだと思いますけれども、次か

ら次に入道雲が、積乱雲が来て、ずっと消えないで、

そこばっかり降るというやつみたいです。これも温

暖化による大きな変化だそうですね。 

 ですから、そのために、本市は、45年前ですか、

45年前に災害を受けています。そして、45年前です

から、その当時の本当に難儀された職員の方という

のは、二、三年前に退職された。最後の方がです。

誰も知らないんですよ。災害の状況。知らないです

ね。実際ですよ。記録としては見ることができます

よ、それは。見ることはできますが、誰も知らない。

語り継いでおられる分というのもあるでしょうけれ

ども、それだけものすごく大変だったと思うんです

よ46災のときは。 

 ですから、この広島の安佐北区とか、こういった

ことが起こりますから、本部としての役割。そして、

ちょっと調べてみましたら、本部の役割はたくさん

あるんですね。被害情報の収集、被害情報の伝達、

応援の受け入れ、救助救出活動、避難所の開設、物

資の運搬供給、公共インフラの応急処置、ボランテ

ィアとの協働活動、そして、今、いろいろ言われて

おります罹災証明の発行とか、最終的には仮設住宅

もそうですが、最終的には廃棄物が出てくるじゃな

いですか、いっぱい、被災したら、その処理までを

全部一連の中で災害本部がしていかなければいけな

い。 

 ここの２階の下のほう、右側に会議室があるじゃ

ないですか。お聞きすると、あそこが本部になると

いうことらしいんですね。キャパシティーとして、

これだけのものすごい判断をしていかなければなら

ないのに。すばらしい総合体育館が耐震も最強じゃ

ないですか、さまざまな、市長もおっしゃったです

けれども、部屋もありますよね。小さな部屋もあり

ますし、多目的スペース、２階にもあります。そし

て、大型スクリーンもあるじゃないですか。いろん

な意味で、災害に対することの協議、いろんなこと

もできます。避難もしていらっしゃいますけれども、

そこには。そういった意味では、一番適切な部分に

あるんじゃないかなと考えますが、どうですか。 

○市長（田畑誠一君） あってはいけないんであり

ますけれども、大災害の場合、災害対策本部の役割

というのは、今、いろいろお述べになられました、

いっぱいございます。したがいまして、そういった

ものを、当然、混乱するわけですから、その中で、

的確に、スピーディーに処理をして、住民の皆さん

方に少しでも安堵感を与えると。そして、明日への
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希望と言いますかね、そういう希望を抱かさせるに

は、何と言っても、すばらしい、あらゆる面の機能

を持ち合わせていかなければ、迅速に、的確に対応

できないと思っております。 

 そういうことを考えますと、この災害対策本部と

しては、もちろん、体育館は広いですけれども、本

部としてはそれらの、早い話が、通信システムとか、

そういったものの情報に対応できる、そういったの

を備えることがまず第一ですから。その辺、そうい

った考えからしますと、串木野庁舎を災害本部に、

まずは設定すべきだろうと思っております。それで、

串木野庁舎がやばいと言われたら、これは市来庁舎

もあるし。それでもと言ったら、それは何と言って

も、総合体育館への対策本部の設置も検討しなきゃ

ならないだろうとは思っております。 

○９番（西別府 治君） 大規模時のことを話して

いますから。大規模に起こった地震。広島みたいな

のがですね。熊本でも、自民党の誰かが言っていま

した、プッシュ方式で物資をどんどん送ったと。送

ったと。いるだろうなという物資をコンビニを通し

たり、また、高速道路を使ったりして送ったんだよ

と。あそこは高速道路のインターが近くにあるじゃ

ないですか。市長。体育館。非常に恵まれた交通ア

クセスですよね。そして。自衛隊に要請しますと、

ヘリコプターが来ます。単発じゃないですよ。２層

ですよ。ヘラが二つあって、大きなヘリコプターで

す。どこからおりるんですか。今の駐車場ですか。

市役所の前の。市来庁舎はあっても、どこにおりる

んですか。やはりあそこじゃないですか。というこ

とは、あそこにさまざまな情報収集は、本部はここ

で幾らかあってもいいでしょうけれども、それに似

合うさまざまな方々が、例えば、契約団体、災害時

の契約団体ありますよね、そういう方も集まっても

らわないかん。消防署もあります。消防署はここで

機能しますけれども、最終的には、消防と契約団体、

そして、自衛隊、ボランティアの方々も含めて、あ

そこに集まっていただきながら、トータルな、医療

もそうですね。医療の先生方も、大規模ですから。

あそこをそういったものに進めていく必要が私はか

なりあると思いますね。 

 あそこならわかりやすいんですよ、ボランティア

の方も。串木野インターでおりてくださいと、すぐ

大きな体育館がありますと、そこが拠点ですと、来

てくれと、伝えることができると思いますね。これ、

誰でもわかりますから。ですから、そういった意味

では、アクセスがいい、広い、駐車場はある、多く

の方が集まる、指揮命令系統もうまく伝わっていく。

これ、多くの方々が短期間で復旧をしていかなけれ

ばならないことでありますので、ぜひ、そういった

方向性を、市長、考えていただいて。本部が本部で

あられると思います。さまざまな出し方が、命令系

統の出し方がありますから。ありますけれども、衛

星電話もありますからね、市長。たくさんとれます

よ、電話も。ほとんど衛星ですね。有線は使わない

ですよ。切断されていますからね。だから、衛星で

どんどん言っていきますから、そこらあたりも考え

ていただいて。すぐ代替えとして、できるというこ

ともでしょうけれども、考えの中に入れていただけ

たらなと考えます。 

○市長（田畑誠一君） 総合体育館の建設というの

は、最初に申し上げましたとおり、スポーツ面は置

きますが、もう一つ大きなのは、災害時の拠点とし

て活用したいという思いもあって、議会の皆さん方

と協議しながら建設したものであります。おっしゃ

るとおり、総合体育館は広いし、いろんな会議室も

あるし、いろんな設備も整ってますし、それから、

目の前は運動場だし、だから、ヘリコプターの離着

陸もできるし、避難しているときの物資の集荷とか、

そういったものにも、高速自動車道も足元にあるし、

とても便利です。だから、避難する拠点施設として

は、私は最高だと思います。 

 ただ、今、おっしゃっていますように、今度は総

合対策本部と言ったら、全部を統括して、漏れなく

連携を的確にとっていかなきゃならない。それには、

この庁舎に。早い話が、まず、通信情報機器、ここ

に全て備わっているわけでありますから。災害対策

本部としては、ここに位置づけるべきだと私は思う

んです。避難所としては最高です、向こうはですね。

だから、ありとあらゆる刻々と変化する状況に対応

して的確な指令を出すというのは、この庁舎が一番
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最適だと。災害対策本部としては、私は最適だと思

うんですね。 

○９番（西別府 治君） あんまり時間がないです

けれども、市長、広報活動であったり、市民に伝え

る方法であったりというのは、ここが適切でしょう。

熊本地震でも片側はやられましたけれども、九州道

は、片側は残っていますよ。向こうは相当波打ちな

がら高規格道路として役割を果たしていますね。で

すから、多くの物資と多くの人と、助けに来る人で

す、本市を、来るのはあそこですよ。ですから、市

民への広報とか、さまざまはある程度整っています

から、それはおっしゃる意味はよくわかりますけれ

ども。また、そういった複合的な役割を持たせると

いうことも、またどこか視野に入れていただいて進

めていく必要が。 

 私は、安心だよと、本市に来たら安心だよと、あ

ると、大きなのがあると、住んでいただきたいと、

これにつながっていくと私は考えております。安心

なんだ、とにかく安心なんだと。全体通して大丈夫

なんだよと。エレベーションもあるし、津波もオッ

ケーですよ、あそこは。そういったことがあります

ので、ぜひ、そういった流れの中を取り入れていた

だきたい。詳しくは話しませんでしたから、災害の

ことが続いてましたから。もっと話したいんですが、

それだけ人のボリュームがあるのをさばいていく機

能をあの体育館は私は十分持っていると考えますの

で、御理解いただきたいと考えます。 

 次の質問に。いいですか、それで。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 先ほどの段

ボール製品の供給量についての答弁に補足をさせて

いただきたいと思います。協力の実施におきまして

は、市の要請に基づき、優先的に物資の供給を行う

とされております。それと、鹿児島工場から物資の

供給ができないときは、近隣の工場を含め、関連グ

ループ会社の工場により、迅速に供給運搬を行うと

いうことが協定書に盛り込まれております。 

 ただ、今、電話で確認いたしましたところ、段ボ

ールベッドについては100個程度、間仕切りについ

ては1,000個程度、現在のところ、用意はできると

いう確認はとれております。 

 以上です。 

○９番（西別府 治君） 福岡にも支店があります

から、高速使ったら、大体、そうですね、うまくい

ったら、３時間かからないですね、ここまで。ここ

からですよ。かからない。２時間半ぐらいで来ます

から。だから、本当すばらしいことだと思いますよ、

これ。 

 ですから、もうちょっとここらあたりの充実を図

っていく。担当課としての。電話をして、今、聞い

たら、こういうことでしたということで、この答弁

の、一般質問の中での答弁というのは私は初めて聞

きました。初めて聞きますよ。こんなことで、本当

に防災が真剣に語られているのかと。担当課の中で。

私はそういうふうに思っておりますよ。言わないで

いいことは言わないでいいんですよ。はっきり言っ

て。後でゆっくり話せばいいわけですから。だから、

一番大事なのは、これはインターネットで流れてい

るんですよ。大切なことですよ、これ。そこまで言

うなら、そういった指摘もせざるを得ないというこ

とでございますから。担当課としては、しっかりと

そこを考えていくと考えていただきたいと思います。 

 市長、次の質問よろしいですかね。市長、何かあ

られますか。いいですか。 

 時間があと18分ということですから、鳥獣被害で

す。これ、１番目です。これ、鳥獣被害状況と里山

環境の現状についてということで伺います。 

○市長（田畑誠一君） まず、この鳥獣被害の状況

でありますけれども、鳥獣による農産物被害は、平

成26年度が被害面積175ヘクタール、被害量が93ト

ン、被害額を1,200万円、平成27年度、被害面積162

ヘクタール、被害量74トン、被害額は約1,000万円

であります。里山の環境管理につきましては、以前

は、集落で定期的に里山を守り育てるために、共同

作業などを行ってこられたと思いますが、高齢化等

により、保全管理する人手が足りなくなって、荒廃

地が目立ってきている状況にあります。 

 この対策としては、特に、中山間に位置する農地

の荒廃化を防止する活動を地域が一体となって進め

る中山間地域等直接支払制度を利用した里山に隣接

する農地の荒廃防止の支援や森林整備地域活動支援
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交付金事業により、里山の持つ公益的機能の保持活

動として下草払いや間伐、林道、構内作業路の整備

の支援をしているところであります。 

○９番（西別府 治君） かなりの被害が顕著に出

てきているのかなと。国といたしまして、平成23年

度現在で、イノシシとか、シカとか、いっぱいいま

すけれども、413万頭いるということ、平成23年度

現在でですね。平成25年度で、10年間かけて210万

頭まで、半分、半減するというのが、今、指針が出

されております。ですから、かなり増えている。だ

から、半分にするということは、掛ける２ぐらいの

対策をとっていかないと、なかなか難しいのかなと

思っております。 

 里山の管理というのが、一番市長が御存じのよう

に、あると思います。森林整備等、いろいろ直接支

払い等々ありますが、これもお金の枠からすれば、

頭打ちですね、はっきり申し上げまして。なかなか

ないです。その中で、鳥獣被害防止総合対策交付金

というのがございまして、いろいろなのが使えるん

ではないかなとなっております。 

 ですから、次の質問に入ります。鳥獣被害防止対

策の実施状況について伺います。２番目ですね。１

番目はそれで。 

○市長（田畑誠一君） 鳥獣被害の防止対策につい

てでありますが、本市では、猟友会の皆さんと連携

しながら、有害鳥獣駆除に当たっております。農家

等から農産物の被害の報告があった場合、まず、農

政課の職員が現地を確認して、聞き取り調査により、

鳥獣等被害区域並びに被害農産物を特定します。そ

の後、猟友会へ駆除をお願いしているところです。

猟友会におかれては、イノシシ、シカ隊、鳥隊、各

鳥獣別の駆除隊を編成し、駆除をしていただいてお

ります。ちなみに申し上げますと、平成27年度有害

鳥獣捕獲事業の捕獲実績を申し上げますと、1,406

頭です。そのうち、多いものはイノシシで770頭、

シカが315頭という捕獲実績であり、年々、この実

績は上がってきております。 

○９番（西別府 治君） 市長、早くから有害鳥獣

捕獲事業補助金というのを猟友会の方に出されてい

るんじゃないですか。市独自の分ですよ。もう10年

近くになるんじゃないですか。市長が就任されて、

これをされていますから。猟友会の方々は本当に真

剣になって、効果が上がっております。 

 効果が上がっているけれども、増えている。これ

は仕方がないですよね。里山のあれであったり、い

ろんなさまざまな要件で増えていますから。ですか

ら、担当課も、何ですか、被害対策実施隊というの

を市の職員がしているんですね。これ、市の職員だ

けが入っています。担当課も、民間のを入れていか

ないといけないんです、これ。情報量が足りない。

役所の中にいらっしゃいますから、こうして、今。

電話があったときに行くんですね。それでは遅いと。 

 こういった民間の企業をずっと入れながら、それ

をしてやろうじゃないかというのが、個体数の調整

ですね、まず。何匹いるかというのと、それと、被

害防除。ネットを張ったりします。 

 そして、三つ目が、生息環境の管理。伐採をした

り、放牧したり、さまざまなことをして、この三つ

をしてくださいというのが、市長、鳥獣被害、名前

が難しいんですけれども、総合対策交付金というの

があります。本市も、今、使ってもおりますけれど

も、ここらあたりが、市長がせっかく先駆けて猟友

会の方々にやっていますから、意気込みがあります。

猟友会の方々はやるよと、いつもやるよという気持

ちを持っていますから。これは市の農政課、ここら

当たりがもうちょっと頑張っていただきたい。個体

調整と網とか、ネットとかというまでは行くんです

けれども、いわゆる、生息環境まで届いていないの

が市の現実だと思いますから、ここらあたりまで含

んだところで、もう一度、システムをつくり上げて

いただいて。民間を入れれば、非常勤の公務員とし

て、けがをしたりとか、そういうのも全部保障が出

ますからね。これは民間を入れて、今回をきっかけ

に、地域ぐるみに。市長もさっきおっしゃっていま

した地域ぐるみの鳥獣被害防止活動にきっかけづく

りをやっていただきたいと思います。これだけやら

ないと。 

 ここをちょっと読んでみますけれども、これに書

いてあるんですよ。これは中山間の方のおばあちゃ

んだと思いますけれども、被害の中心は農産物じゃ
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なくて、自家作物、自分たちの畑でつくってあるじ

ゃないですか、これは被害総額にもカウントされま

せん。そして、中山間地域では、自分の畑で作物が

収穫できないと、耕作放棄地が増えます。そこに住

んでいる人たちの生きる意欲の喪失にもつながりま

すと。市長はこれを考えて猟友会の方々にされてい

ると思うんですよね。ですから、ここらあたりの耕

作放棄地イコール集落の過疎化の促進。これ、どん

どん加速してしまって、里山が荒れていって、イノ

シシ、サル、含めて、増えてきてなっているという

ことですから、地域と一体となった、これは補助金

もあります、定額の。この、いわゆる、総合対策交

付金の中に。担当課は御存じでありますから、使う

か、使わないかの問題ですよ、あとは。それを計画

書に上げながら進めていく。 

 平成24年に、次の質問に入りますけれども、住民

に被害が生じるおそれがある場合の対処事項を鳥獣

被害防止計画に盛り込みなさいというのが平成24年

ですよね。平成24年に改正特措法で決まっているん

ですよね、そういうふうにしなさいと。書いており

ます、本市も。例えば、川上地区であったら、川上

小学校にサルが出てきたりとかしますよね。だから、

非常にそういった状況の中が顕著になってきている

というのが現状ではないかなということであります。 

 ３番目の、明確に書いてありますけれども、冠岳

生福及び川上を中心に深刻化しているニホンザルの

被害対策について伺います。 

○市長（田畑誠一君） 冠岳生福・川上地区のニホ

ンザルの被害の現状であります。 

 近年、この３地区では、サルの群れの目撃情報が

多く寄せられています。家庭菜園のタマネギやカボ

チャ、ダイコン、ミカンなどが被害に遭っておりま

す。サルの捕獲実績としましては、平成27年度１頭、

平成28年度になって１頭、捕獲している状況であり

ます。サルの目撃情報が寄せられた際は、農政課の

職員が現場へ出向き、被害状況等を確認し、サルが

民家近くにいる場合は、追い払いを行い、サルが民

家から離れた場所にいる場合は、猟友会の方に連絡

をとり、駆除を依頼しているのが現状であります。 

○９番（西別府 治君） ２頭、捕獲をされたとい

う実績があり、猟友会の方々、頑張って撃たれたの

かなと思っておりますが。これをよく調べてみます

と、サルですよ、視覚、聴覚、そして、苦みを感じ

ること、におい、これは人間と一緒だそうです。そ

して、学習能力があります。生まれたときはタマネ

ギとか知らないんですよ。母親がとって食べさせれ

ば、うまければ、食べるようになるそうですね。学

習能力はすごいです。ですから、サル、イノシシ、

シカというのを分けて考えていかないといけないの

かなというふうに考えます。イノシシは、撃って、

撃てば、わなに入れれば、減っていくんですよね。

シカも一緒です。ただ、サルは群れで移動していき

ますから、この群れがどんなことを、どこを通って

きたかということで、集団でそこの畑に来て、食べ

てしまうんですよ。それは御存じだと思いますけれ

ども。 

 だから、１匹をぼんと撃っても、あんまり関係が

ないということが書いてあったものですから、これ

をちょっと紹介します。今の本市の状況だと思いま

すけれども、被害を出す群れを放置しておくと、ど

んどん悪質なサルになります。これは新潟県の話で

すけれども。新潟県でも、サルの民家侵入というこ

とが起きています。これは川上では既に起きていま

す。家の中に入ってきていますからね。屋根裏も瓦

を伝って入ってきますよ、今。サルは、最初は、人

間を見ると逃げるのですが、そのうち、人を見ても

逃げなくなります。逃げなくなるんですね。そして、

もっとひどくなると、がーっと人を威嚇します。今、

威嚇しています。人をですね。そして、威嚇します。

こうなると末期です。サルの群れは山に追い返すこ

とができません。これは新潟県の例ですけれども、

追い返すことができない。自分のテリトリーとして

サルたちは認識している。人里のこの畑を。そして、

ですから、被害が常習化。もう常習化していますよ

ね。はっきり言って。女、子供では、逃げなくなる。

柵を破る。こういうサルが出てくる前のまだびっく

りして山に帰るサルのうちに適切な対策を行うこと

が必要であると書いてあります。 

 そこで、これをやる、やらないは別ですけれども、

この調査研究を特別交付で５割。どんなふうになっ
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ているかと、今、サルがどんなことをしているかと

いうのを５割、特別交付税で交付していただきます、

お金をですね。それをもとに、テレメトリーという

のがございまして、これは聞きとりのときも言って

ありますけれども、サルに発信機をつけて、どこか

らどうして来たのか、どんなサルの集団なのかとい

うのを探るのがあるんですけれども、そこらあたり

をちょっとやられてみたらどうかなと思っているん

ですけれども、どうですか。 

○市長（田畑誠一君） 今、テレメトリーですか、

遠隔測定法による生息状況調査についてお話されま

したが、さつま町で鹿児島大学が研究の一環として

実施されたようでして、専門家による実証であり、

他の自治体の事例でも、大学の協力を得て行ってい

るようです。現状では、同じようなテレメトリー技

術を用いたものでは、鳥獣の接近警戒システムによ

る監視が主なもののようであります。いずれにいた

しましても、まだ市の職員で簡単にすぐ取り組める

ような状況にはないようでありますので、今後、新

たな対策も含め、取り組みが可能な、より効果的な

対策について、ちょっと勉強してまいりたいと現段

階では考えております。 

○９番（西別府 治君） 鹿児島大学に藤田志歩さ

んという方がいらっしゃいます。これが、全国に

160人いらっしゃいますけれども、野生の鳥獣被害

対策アドバイサーということで、今、市長がおっし

ゃった部分ですよね。登録されていらっしゃいます。

これが山口県のほうで山口大学にいらっしゃるとき

に、かなり突っ込んだところに行かれて、そして、

こちらに来て、さつま町も、今、テレメトリーのこ

とをされております。我々が持っているサルに対す

る情報だけでは、ちょっと判断ができないのかなと。

ですから、テレメトリーをやりましょうということ

よりも、藤田志歩という方と農政課で連携をとって

いただきたい。そして、現状の話しとか、いろいろ

話をしながら一番適した方法を見出していくという

ことが必要になってくるのではないかなと考えてお

ります。 

 専門的な部分もしっかりとして、二度と出てこな

いように。モンキードッグとか、いろいろ手法とし

てあります。追い上げていく方法とかありますけれ

ども、そういった流れをつくっていただけたらと思

っております。 

 それは答弁は要りません。どうせ、連携されるこ

とでしょうからですね。これはやらないと、自分た

ちだけの判断ではできない部分でありますから。 

 時間もですけれども、最後、防災対策もそうです。

防災対策。いい体育館を、市長、つくられて、受け

皿はあるんですね。あります。そして、多くの安心

を得る手法もあります。そして、この鳥獣害対策も、

ほかより先駆けて、猟友会の方々に力を出させて、

やってくれよというのをやっています。ただ、それ

がおくれています、今。全体的に。追っかけが足り

ない。ちょっとそこらあたりを非常に心配している

状態であります。市長、どうですか。そこらあたり

をもう一度スピーディに、力をかけて。あるだろう

と、できるだろうと、整ってるだろうと、大学でも

連携をとらないかと言っていただきたいと思います。

どうですか。 

○市長（田畑誠一君） サル、ニホンザルを指して、

今、お話なさっていると思いますが、先ほどから西

別府議員が言っておられる、研究しておられますが、

サルは本当に群れをなして、社会性が高い動物だそ

うで、さっきのいろんなお調べになった資料では、

視覚も聴覚も嗅覚も全て人間と同じだというお話を

されました。つまり、非常に学習能力が高いですよ

ね。だから、本当になかなかその駆除についての方

策というのは大変だと思います。 

 そこで、サルの形態というのを把握するために、

今、テレメトリーという方法等が大学で研究されて

いるというお話を、今、説明でお聞きしました。だ

から、どのような方向で取り組んでおられるのか、

市として、その効果的な対策について、これからも

研究してまいりたいと考えております。 

○９番（西別府 治君） ３年に１回ぐらいしか子

供を産まないそうですね。通常。毎年、今、産むそ

うです。栄養価がよければですね。30年は生きるそ

うです。だから、すごい。これ、今、見えているの

が、氷山の一角みたいな格好で、まだいいというの

がある。みんな、そう思っています。どうにかすれ
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ば、また山に行くんだと。行かない。テリトリーに

入っています。ですから、そこをもうちょっとして

いかないと、中山間含めた、大変な状態になってい

くのかなと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（中里純人君） ここでしばらく休憩いたし

ます。再開は午後３時10分とします。 

             休憩 午後２時56分 

             ───────── 

             再開 午後３時10分 

○議長（中里純人君） 休憩前に引き続き、会議を

開きます。 

 福田道代議員の発言を許します。 

   ［２番福田道代君登壇］ 

○２番（福田道代君） 私は、日本共産党を代表し

て、事前に通告しております五つの内容について質

問をいたします。 

 まず最初に、川内原発についてでございますが、

熊本の相次ぐ地震から２カ月が過ぎました。13日現

在、避難所に身を寄せている人は6,431人、死者49

人、安否不明１名、建物損壊が14万5,820棟と言わ

れています。被災者の避難生活がどれほど負担の大

きいものなのか計り知れませんが、被災者の方たち

が一日も早くもとの生活に戻れるように願ってやみ

ません。 

 今回の地震は、震度７の地震が前震になり、その

後、本震が来るという前例のないもので、気象庁で

も今後の予測は困難という。緊急地震速報に鹿児島

県も含まれ、震源域が阿蘇や大分へと拡大する中で、

鹿児島県で現在稼働中の川内原発への不安が一気に

高まっています。 

 熊本地震から薩摩半島、西沖地震が頻発している

にもかかわらず、川内原発は稼働をし続けています。

稼働を一旦とめて、点検すべきと私は思うのですが、

市長の見解を伺います。 

 まず、壇上からの質問といたします。 

   ［市長田畑誠一君登壇］ 

○市長（田畑誠一君） 福田道代議員の御質問にお

答えをいたします。 

 川内原発についてであります。今朝ほど、中村敏

彦議員にもお答えをいたしましたとおり、今回の熊

本地震においては、川内原発は震源からの距離もあ

ったことから、発電所で観測された最大加速度は原

子炉の自動停止の設定値を下回り、運転が継続をさ

れております。 

 規制委員会においても、川内原発の基準地震動は、

今回の布田川・日奈久断層よりも、発電所に近い市

来断層帯や甑断層帯などによる地震を評価しており、

規定よりも十分小さいものとして、今の状況で安全

上の問題があるとは判断しておりません。 

 これらは、規制委員会の科学的、専門的な判断に

委ねられるものと考えており、市としては安全確保

を最優先に、慎重な運転とともに、引き続き安全対

策に真摯に取り組んでいただきたいと、中里議長と

もども申し入れをしたところであります。 

○２番（福田道代君） 今、同僚議員の答弁と同じ

ような答弁をいただきましたが、今回の地震という

のは、熊本地震の実態から見ますと、原発の規制基

準の問題がさらに明らかになってきているというこ

とも言われております。 

 加速度最大ということで言われておりましたが、

14日の午後９時25分ごろに発生したマグニチュード

6.5の地震では、地表で最大1,580ガル。ガルという

のは地震の揺れの強さをあらわす加速度の単位と言

われておりますが、その強い揺れに見舞われていた

ことがあるということでございます。そして、川内

原発は地震の揺れの修正をいたしまして、650ガル

ということに変更をいたしております。 

 しかし、今現在は、確かに薩摩川内も含めて、い

ちき串木野の地域でも大きな地震という形では実際

に伝わってきていないんですけれども、しかし、立

石雅昭さんという新潟大学の専門家、地震の専門家

なんですけれども、この大きな余震がなぜ活発なの

かと、今、ずっと余震が続いて、最近は少しなくな

っているんですけれども、わからないという。そし

て、震源がこれからどう移動していくのか予測がで

きない。川内原発の近くには、市来断層帯、甑断層

帯が分布をしていて、この断層が刺激され、地震が

発生する危険性もある。少なくとも、川内原発は、
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やはり危険な状況に置かれているので、もう一遍、

川内原発の稼働をとめて、やはり点検をすべきだと

いうようなことで言われております。 

 それともう一つ、元原発の設計者の後藤政志さん

という方が、川内原発の基準値の振動が620ガルは

過小評価だと指摘もされておりまして、九電の評価

でも、川内原発で基準地震動に対して、弾性範囲を

超えて、弾力性なんですけれども、越えてしまった

機器が多くあって、余裕があるとは言えない。原発

の疲労評価は、熊本地震のように繰り返し強い地震

に見舞われるということで想定されてつくられてい

ないということを強調しておられます。 

 そういう中で、今、規制基準、科学的なというこ

とで市長は言われておりますけれども、実際に本当

に科学的な規制基準があるんじゃなくて、もう一遍、

大変な地震があったからこそ、もう一遍基準を変え

ていくということが、一般的に専門家たちの中の意

見だということで思っておりますけれども、市長の

御意見を、御見解を伺います。 

○市長（田畑誠一君） 川内原発の新規制基準に基

づく基準地震動は、今回、地震が起きた布田川・日

奈久断層帯ではマグニチュード8.1、その影響は100

ガルと想定されております。 

 また、今お話し、御懸念なさいました、この周辺

の活断層の影響をもとにした地震動では、市来断層

帯の市来区間、甑海峡中央区間等の甑断層帯の三つ

の活断層から540ガルが最大といいますか、言われ

ておるということで、そのほか、震源を特定しない

地震動も合わせて620ガルを想定し、その基準地震

動を620ガルとして、設計、建設されているもので

あり、原子力規制委員会において確認をされている

ところであります。 

○２番（福田道代君） 今回の地震というのは、未

確認の活断層が活動していったということも言われ

ておりますし、マグニチュード６クラスの地震が起

これば、気象台の震度階級でも最も強い震度７の揺

れとなる可能性が日本のどこにもあるということが

言われています。 

 だから、いつ、どこでどのような地震が起こって

もおかしくない状況が今あるわけなんですね。そう

いうことで、やはり地震の、活断層に囲まれたいち

き串木野などは、特に、全地域が23キロに入るよう

なところであって、そして、いつ起こるかわからな

いような状況の中に置かれているからこそ、今、私

たちはやはり原発の稼働ということでは不安、本当

に恐ろしいということを、あちこちで市民の方たち

が言われておりますので、そのことにきちんとやは

り。 

 市長は確かに、知事とか九電は大丈夫だと、そう

いう形で全然揺れもなかったという意味で、テレビ

にもそれが流れておりましたけれども、本当にそれ

が安心・安全なデータなのかということすらわから

ないような、情報を公開してないんですよね。そう

いうところから見たときに、本当に市民の不安の声、

そして、もし何かあったときに対応はどうするのか

も含めて、本当にそういう意味では、責任がとれる

のかということも、私は問いたいと思うんですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 今回の熊本地震で見られる

ように、お述べになられましたとおり、いつ、どこ

で地震が起こるかわからない。確かにそういう状況

にあります。 

 そこで、原子力発電でありますけれども、原子力

規制委員会によりますと、川内原発の基準地震動で

ある620ガルついては、弾性範囲内、もとに戻る領

域の範囲内であることが確認をされているというこ

とであります。しかしながら、我々市としましては、

引き続き、新たな知見等に迅速に対応するなど、今

後も安全性の向上には、最善かつ最大の努力を尽く

していただきたいと要望を続けてまいりたいと考え

ております。 

○２番（福田道代君） 昨年の８月に１号機が再稼

働したんですけれども、そのときも、再稼働入りの

段階で発生した事故がございました。原子炉をとめ

ずに先延ばしをしております。そして、復水器の細

管が損傷して穴があいて、海水が２次系の配管に流

入して、原因不明ということで、次期定期検査のと

きに先延ばしがされているわけなんですね。３基あ

る一時冷却材のポンプの軸振動の点検と交換をやる

ということでやらなくて、２基は残したままで再稼
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働をしているということで、このような具体的な原

因もそのままになっているという状況です。２号機

の蒸気発生器の交換というのは、当初、2014年の予

定が延期をされて、次々回、次の点検時に先延ばし

をしているという状況もあります。 

 だから、実際に、本当に大きな地震が来なくても、

何か事が起こった場合に、そのような１号機、２号

機の原子炉の状況があるということが、私たちは本

当に不安な状況ですし、その問題でも九電とか、そ

れとか県知事にも申し入れも行ってまいりました。 

 そういうことで、本当に危険だというのと、もう

一つは、活断層の問題で、特に点検ということでは、

やはり、今、必要な状況に入っているのではないか

なということですね。 

 政府の地震調査研究推進本部によると、鹿児島県

内に影響が大きい活断層は五つあって、その一つが

最大震度７を引き起こした日奈久断層帯ということ

で、これが伸びてきた場合、それがどのような状況

になるかということで、県がまとめた地震被害予測

調査は、日奈久断層帯が南側まで一気に動いていく

と、長島町で最大震度７に達するという。また、出

水断層帯とか市来断層帯で地震が起きれば同様に、

最大震度７を観測するというような状況も具体的に

言われております。 

 これは、地震の専門家がこのように、前震という

よりも本震が起きた後に、活断層の動きが新たな段

階に入ったということで、こういう問題を提起して

いるわけなんですけれども、そのことでも、やはり

なかなか今の川内原発の状況というのは、本当にこ

のまま稼働を続けて安全なのかということが私は問

われると思うんですけれども、市長、いかがでしょ

うか。 

○市長（田畑誠一君） 熊本地震によりますと、今

回の益城町の場合の例も出ておりますが、震央距離

が11キロメートルの地点であったと。それから、最

大が1,580ガルという大きな揺れを観測したと。し

かし、これは地表の観測点によるもので、同地点の

固い地盤である地下観測点では、237ガルであるな

ど、地盤の影響による差が出てきておるようであり

ます。 

 川内原発は固い岩盤上に建設されており、平成９

年の鹿児島県北西部地震ではマグニチュード6.4で、

薩摩川内市中郷町は震度６弱、470ガルの揺れでし

たが、川内原発は4.68ガルの揺れで、運転は……。

失礼しました。川内原発では中郷町は６弱、川内原

発は震度４、68ガルの揺れで、運転は継続されるな

ど、こういった実態から見ますと、震度とか揺れの

大きさについては、地盤の状況にも左右されるもの

だと捉えておるところであります。 

 いずれにいたしましても、川内原発の場合は、最

大620ガルという条件で建設をされており、そのこ

とは規制委員会のほうでも確認をされているわけで

ありますから、私たちは規制委員会の科学的、専門

的な判断に委ねたいと思いますが、ただ、いずれに

しましても、市としては、安全確保を最優先に、慎

重な運転とともに、引き続き、安全運転対策につい

ては真摯に取り組んでいただきたいということは、

申し入れを続けてまいりたいと考えております。 

○２番（福田道代君） 今、620ガルというのも言

われましたけど、私、最初に申しました加速度最大、

熊本地震では1,580ガルの揺れがあったということ

が、具体的な数字として上がっておりますし、そし

て、隠れた、今まで断層としてなかった断層が具体

的にあらわれてきたというか、地上にあらわれたも

のがあるということで、それは政府が予測しなかっ

た、地表に過去の活動の痕跡を残していない隠れた

断層が動いたということです。 

 熊本地震では、熊本の南阿蘇や益城町などを貫く

布田川・日奈久、先ほど申しましたけど、断層が、

水平に最大で２メートル動いたということは、これ

は今まで見えていなかった、言われていなかった断

層ということでざいますので、やはりそのあたりも

きちんと見た上で、本当に、岩盤の上にあるからと

か言ったら、そこの地震計も含めて、地震度がそん

なに大したことなかったからということではなくて、

もう少し具体的な、今の日本の置かれている、言っ

たら、そういう地震が起こり得る状況に日本自身が

なってるということを、どこでも、いつ起きてもお

かしくない現状があるということを御認識をいただ

いて、市民の生命や生活を守っていく立場にお立ち
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いだただきたいと思います。 

 この件はこれで終わっていきたいと思います。 

 そういう中で、熊本地震に見られるような複合災

害が発生した場合の避難経路に対して、市民の多く

が疑問を持っています。今後、本市の避難計画を、

やはり見直す必要があるのではないか。その点につ

いて御質問いたします。 

○市長（田畑誠一君） 本市の原子力災害避難計画

では、避難経路を３ルート設定しております。道路

が被災した場合は、その中から経路を選択し、避難

することにしております。万が一、三つの経路とも

土砂等により寸断された場合においては、国、県に

要請し、避難経路の確保に努めるとともに、ヘリコ

プターや船を利用した避難など、複数の避難手段の

確保に努めることとしております。 

 なお、避難計画につきましては、国の指針や県の

計画を踏まえながら、住民の皆様の意見等を勘案し、

必要に応じて避難経路等の改善に努めてまいりたい

と考えております。 

 現在、それぞれの自治体で自主的に避難訓練をな

さっておられます。こういった皆さん方の御意思を

尊重しながら、必要に応じた分は改善に努めてまい

りたいというふうに考えております。 

○２番（福田道代君） 過酷事故が起きた場合、そ

ういうところの想定、熊本地震などによっての過酷

事故が発生したときの避難ということで思っている

んですけれども、特に、やはり地震の揺れによって

住宅が壊れるということが、まず熊本では起きてお

りました。それは、特に２回の大きな地震を受けた

状況の中で、本当に多くの、そういう意味では建物

損壊ということになったわけです。 

 そういう中で、もし川内原発で事故が起きたとき

の避難の行動については、やはり多くの方たちが心

配をされてると。だから、最初に申しましたみたい

に、原発をとめてほしいという思いが、すごく市民

の中には強いわけですね。やはり熊本のあの地震を

見ていたら、誰もがそういうふうに思うと思います

ね。 

 まず、川内原発で重大事故が起きた場合は、５キ

ロ圏と、続いて５キロから30キロ圏内の住民を避難

させる段階的な方法をとるということが避難計画で

決められているわけなんですけれども、しかし、熊

本地震で交通網に重大な被害が及んでいる、そのこ

とを見てみますと、複合災害時に防災や避難の計画

がうまくいくという保証は全くないわけで、早急に

検証を行い、もう一遍、避難経路の見直し、今、言

われましたけれども、ルートが３ルート、道路を使

ってバスとかいろんなもので避難をする。 

 しかし、実際に熊本では道路が壊れてしまって、

何も車も使えない状況が起こってきたわけなんです

けれども、そういうことが起こり得る状況だと思い

ますし、そういう中で、本当にどういう避難をした

らいいのかということで、もう避難計画は破綻をし

ていってるじゃないかなと思うんですね。その問題

について、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申し上げましたとお

り、この原子力災害避難計画につきましては、本市

は避難経路を３ルート設定しておるわけであります

が、万一、その中から経路を選択して避難をしてい

ただくということにしておるわけでありますが、万

が一、三つの経路等も土砂等により寸断をされた場

合においては、国、県に要請し、避難経路の速やか

な確保に努めてもらいたい。さらには、ヘリコプタ

ーや船を利用した避難など、複数の避難手段の確保

にも努めることとしているところであります。 

 いずれにいたしましても、日ごろの訓練というの

が非常に大事であります。そういった意味で、自主

的にそれぞれの自治公民館で、今、指宿まで行かれ

たり、いろんな訓練をしておられますので、大変心

強く思っておりますが、そういった訓練等を通して

見直す部分などが出てきた場合は、改善に向けて努

力をしていかなければと、ずっと積み重ねていかな

ければいけないと思っております。 

○２番（福田道代君） 今、複合災害が出たときに

どういうふうになるかということが、なかなか現実

的に市長の中ではつかめていらっしゃらないんじゃ

ないかなと思うんですけれども。 

 私も21年前に神戸で、阪神・淡路大震災の経験を

いたしました。全く道路が寸断をされて、そして車

も通らない状況で、そして、がれきの下敷きになっ
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た人たちが、大勢いろいろと声を出してるんですけ

れども、助けられない状況というのがありました。

あの大きな道路が何本も通っている、そういう旧行

政区に分かれた町なんですけれども、そこでも道路

が通れない、使えない、そういうので、けがをした

人たちがヘリで運ばれていくという状況もございま

した。 

 特に避難計画の中で、鹿児島県の出水市の方たち、

住民ですね、6,600人が熊本の水俣に避難をすると

いう状況になっておりますけれども、水俣の方たち

が来られて、そして言われていたのが、熊本は地震

で大きな被害を受けて大変な状況になっている。ま

してや、地震がまた続いていったときに、今度はさ

らに川内原発の被害を受けていくような地域にもな

ってくるということで、地震の揺れだけでなく、川

内原発の事故も心配をして、本当に精神的にも苦痛

なんだということも言われておりました。 

 そういう状況もあるわけで、そういうたくさんの

人たちを受け入れていくような町自身が、本当にど

のような形で存在をして、受け入れができるかとい

うこともあるんで、その点については、熊本に行く

というような避難の仕方の方向は、どういうふうに

なっているでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 起こってはいけないんです

けれども、大災害が起こりますと、当然、これまで

の実態から見て、今、神戸のお話もなさいましたが、

混乱をすることが予測をされます。 

 したがいまして、それだけに、やはり日ごろの訓

練というのが、あるいは地震に対する、あるいは原

発に対するそういった備えというのが、それぞれ私

ども行政を預かる者はもちろんでありますけれども、

市民を挙げて、やはり日ごろからそういう認識を高

めていくことが非常に大事だと思っております。 

 とにもかくにも、そういった意味で、いろんな角

度からの訓練を重ねて、そして、より精度の高い避

難行動といいますか、計画といいますか、そういっ

たものをつくり上げていかなければならないと思っ

ております。 

○２番（福田道代君） この前、市民と語る会をや

って、先ほど同僚議員からも言われておりましたけ

れども、そこの中で、やはりさまざまな今の原発に

対しての問題、避難の問題というのが、いろんな方

たちから出されておりました。 

 そして、市長の住まわれている羽島の中の人たち

が、五つの活断層に囲まれてて、自分たちはそこか

ら避難できない状況にあるというようなことで言わ

れておりましたが、そういう悲しい状況というのか、

もうここからは逃げられないんだというような、熊

本地震での橋の寸断とか、崩壊とか、道路の寸断と

いう形で言われて、自分たちはつくってくれると言

っていたとトンネルもまだできてない状況だしとい

うような話も出てました。そういう中で、特に逃げ

るに当たって、避難するに当たって、やはりガソリ

ンを入れるということのガソリンスタンドも自分た

ちのところにはないという声も出されておりました。 

 そういう多くの人たちが、本当に、地震といった

ら原発というように連想していくんですね。そうい

う思いをさせないような形で、確かに市長がおっし

ゃるように、常に避難を具体的に訓練したりとか、

そういうのを日常的にやるということもすごく大事

なんですけれども、だけど、やはり危険と今思われ

てるようなものはストップをして、そして、市民の

精神的な負担になるようなことは少しでも解決をし

ていくということが大事なんと違うかなと思います。 

 今度、知事選挙も行われていくようですけれども、

伊藤知事は、この避難の問題は自分の政策としては

掲げないということも言われながらも、避難計画に

疑問や不安があることにも、知事は川内原発周辺で

は、今回のような地震が起きないとし、緊急性は感

じていないと述べて、計画を見直す必要はないとい

う見解を示されているんですけれども、どういう体

制をとれば安心してもらえるかの作業は必要とも言

われております。 

 このような問題で、今後、県としても具体的な対

応をされるかもわからないんですけれども、そのよ

うに、やはり市民の声を授受、避難計画の見直しの

問題は、今言われた熊本へ行くということはどうい

うふうな形でなるんでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 避難計画というのは、とて

も大事であります。いろんな課題があると思います
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が、一つ一つ前へ向けて、前向きに、その避難計画

を実効性があるものに積み上げていかなければいけ

ないと思っております。 

 その一つとして、議会の皆さんの議決をいただい

て、例えば、羽島の交流センターに放射線防護を付

加したものが建物として完成をいたしました。また、

土川交流センターにつきましても、今年度、同じよ

うな放射線防護柵を付加した工事を完成させるとい

う計画をしておりますし、今、お述べになりました

荒川のトンネルにつきましても、避難対策の一貫と

して、早速、この28年度から工事に着工していただ

いて、平成30年をめどに供用開始の予定であります。 

 このように、一つ一つ、より実効性の上がるもの

に向けて改善を重ねていかなければというふうに思

っております。 

○２番（福田道代君） 先ほどから言っております

熊本のほうへの避難のことは、どちらか、具体的に

もう変更するということで決まっているんでしょう

か。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 本市の避難

先の話ですけれども、本市は県内の南九州市、枕崎

市、指宿市、鹿児島市の喜入地区、この四つの地域

に避難することになっておりまして、現在のところ、

熊本のほうへは避難するという状況はありませんの

で、御了承願いたいと思います。 

○２番（福田道代君） ちょっとそれは県に聞くべ

き内容だったんですけれども、具体的に何か御存じ

かなと思ってお聞きしたんですけれども、その変更

はまだ聞いていらっしゃいませんよね、多分。 

○まちづくり防災課長（瀬川 大君） 出水市さん

とか阿久根市さんが熊本県のほうへ逃げるというよ

うな計画を立てていらっしゃるようでありますが、

県のほうから、それが変更になったという話は、ま

だ、こちらのほうには聞いていないところでござい

ます。 

○２番（福田道代君） 続けて質問をしていきたい

と思います。 

 次に入りますけれども、消防体制についてでござ

いますけれども、本市では、地域住民の高齢化、過

疎化に伴って、消防団も減少傾向にございますが、

必要な消防力の確保のため、人員体制の強化が必要

ではないかということで、先ほど同僚議員の中村議

員も、そういう内容について具体的に質問もされて

おりますが……。 

○議長（中里純人君） 福田議員、２番は飛ばすん

ですか。よろしいですか。 

○２番（福田道代君） ごめんなさい。済みません。

ごめんなさい。２番目の震災対策は、減災対策につ

いてというのを、済みません、抜かしてしておりま

した。 

 一つ目の建物の耐震診断及び耐震改良の促進を図

るための本市の基本的な方針について、お伺いをい

たします。 

○市長（田畑誠一君） 建築物の耐震化を促進する

ために耐震改修促進計画を策定し、特に災害時に避

難救援など、基幹的な役割を果たす庁舎、文化セン

ター、中央公民館及び学校施設などの耐震改修を進

めてまいりました。その結果、現在、公共特定建築

物では96％、民間特定建築物は70％程度の耐震化率

となっております。 

 また、耐震化の促進を図るため、木造住宅耐震セ

ミナーを開催し、知識の普及啓発を行ってまいりま

した。今後もセミナーの開催を進め、耐震化の促進

に努めてまいりたいと思います。 

○２番（福田道代君） さまざまな公共的な施設の

耐震ということでは推進もされているんですけれど

も、個々の、それぞれの耐震ということで、1981年

の建築基準法改定に基づいて、昭和62年の３月31日

以前ですかね、建てた建物に対して、国が補助を出

しているんですけれども、この住宅の補助について、

本市では具体的な計画とか、そういう補助が行われ

ていないので、その問題についてお伺いをいたしま

す。 

○市長（田畑誠一君） 今回の熊本地震では多くの

木造住宅が倒壊し、多くの方々がお亡くなりになら

れました。本市においても大きな揺れがあり、危険

性を強く感じており、建物の安全性確保のため、耐

震化の促進に努めていかなければならないと一層思

ったところであります。 

 そのようなことから、現在の本市では、耐震改修
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の支援としては、住宅リフォーム事業を活用してい

ただいておりますが、耐震化改修を促進するために

は、今後、やはり他市の補助状況も考慮しながら検

討すべきだなというふうに考えております。 

○２番（福田道代君） 今、他市のということで言

われましたけれども、割といろいろなところが、耐

震基準の、国の補助もあって、診断をやってるんで

すね。それと、リフォーム、耐震改修もあわせてい

るというところもあるんですけれども、今、県内の

中で、どれぐらいのところが耐震診断の費用の助成

を行っているのでしょうか。 

○都市計画課長（久徳 工君） 県内におきまして

は、19市のうち12市が耐震診断、耐震の補助制度を

設けております。 

○２番（福田道代君） 12市ということでは、大部

分のところがもう耐震診断、これは国が2020年まで

に95％とするということで、耐震基準を満たす住宅

をつくり上げるということでやってる内容なんです

けれども、そういうこともあって、市長も、我が町

も19市ある中でもう12市がやってる、そこに対して

補助をやはりつけていって、安全な住宅をつくって

いく。これは限定されているんですね。昭和62年３

月31日までの建設基準、新たなに建設基準が出る前

までの基準に対しての補助ということなんですけれ

ども。 

 それと、今、それが耐震の費用をほかで聞いたら

10万円とか、９万円とか、いろいろと金額は違うみ

たいですけれども、それにあわせてリフォームする

ときの金額も増やしている。鹿児島市などは、耐震

改修費の２分の１を補助しているということも言わ

れておりますけれども、この耐震診断費用の３分の

２と改修の２分の１ということで言われてますけれ

ども、そのような金額ということで、具体的に何か

言っていただけますか。 

○市長（田畑誠一君） 先ほど申されましたとおり、

今回の熊本地震におきまして、特に木造住宅がもう

相当倒壊をいたしました。14万何千とか、鉄筋も含

めてでしょうけれども、お聞きをしておりますが、

倒壊したことによって亡くなられた方もたくさんお

られました。 

 とにもかくにも、今回の地震を見て、やはりこれ

までの耐震改修というのは進めてきたわけでありま

すけれども、今までは住宅リフォームの事業だけを

使ってやっていただいてきたわけでありまして、な

かなかその促進が図られなかったというのが実態で

あります。 

 したがいまして、今、申し上げましたとおり、他

市の状況と補助状況等も考慮しながら、これから検

討していきたいというふうに思っています。 

○２番（福田道代君） ぜひ、それを推進していた

だいて、なかなか財政的に困難だけど、不安な家に

住んでるという方たちの状況を少しでも改善してい

ただけたらと思います。 

 それから、次に入りますけれども、２番目の耐震

は今言われたので、３番目に入ってまいります。 

 消防体制についてですが、本市では、地域住民の

高齢化とか、まちの過疎化に伴って消防団員も減少

傾向にございます。必要な消防力の確保のために、

人員体制の強化が必要ではないかということで御質

問いたします。 

○市長（田畑誠一君） 消防職員の人員体制につい

てでありますが、県内全体を見てみますと、平成27

年４月１日現在、県内20消防本部の基準人員という

のは3,327人、現有人員2,284人、平均充足率68.7％

であります。 

 本市につきましては、基準人員が95人、現有人員

48人でありますので、充足率は50.5％であります。

充足率の高いほうから申し上げますと、県内20消防

本部中、本市は19番目に位置している、このような

状況にあります。 

 したがいまして、人員体制の強化ですけれども、

今朝ほど、中村議員ですか、消防の使命とか、取り

巻く環境とか、いろんなお話をさせていただきまし

たが、近年の人口減少とか、少子高齢化とか、さら

には厳しい財政状況等もございます。しかし、反面、

熊本地震で見られるように、近年多発している地震

災害や今後想定されております各種災害等の対応を

勘案しますとき、要するに、消防力のさらなる強化

を図るべく検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 
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○２番（福田道代君） 消防力の強化ということで

は、消防力の整備指針というのを総務省の消防庁が

出しておりますけれども、その中で、特に人員にか

かわる指針というのがございまして、その中で、26、

消防職員の職務能力とか、27、消防隊の隊員とか、

28、29ですね、こういう、消防隊の隊員と、あと救

急隊の隊員、そして救急隊の隊員などという形で、

これに基づいて、いちき串木野は一体どういうふう

にあるのかということの比較が要るんじゃないかと

思うんですけど、その点についてはいかがでしょう

か。 

○消防長（原薗照明君） ただいま市長のほうから

充足率50.5％ということでございましたけれども、

消防力の整備指針上は、車両台数あるいは本部の予

防的な要因、いろいろな必要要因を計算した中で充

足率というのが出てまいります。 

 本市にありましては、必要数が95名、それに対し

て現有人員が48名ということで、充足率が50.5％と

いうことになっております。 

○２番（福田道代君） やはり50.5％というのは、

私もちょっと議員になって３年目に入りますけれど

も、ずっと大体このような状況が続いているんじゃ

ないかなと思うんですけれども、合併時よりも３名

増やされたというような話もございましたけど、合

併時の定数というのか、暫定数というのは何名だっ

たんでしょうか。そのときも95名で43名だったんで

すか。 

○消防長（原薗照明君） 合併時の際ではございま

せんけれども、平成24年の３月の定例会で御答弁が

ありましたんですけれども、このときは基準人員を

82人名としておりまして、その際も現有人員は今と

変わらず48名ということで、約59％と、その当時で

はございました。 

 消防力の整備指針は３年ごとに見直しを図ります。

それぞれ基準の消防車両等の台数が変わったり、あ

るいは本部の、先ほど申し上げました予防人員の必

要数が変わったり、そういうところで３年ごとに見

直しをしておりますので、この充足率につきまして

は、その状況により変化していくことになります。 

 以上です。 

○２番（福田道代君） わかりました。そういう状

況はあるんですけれども、ちょっと県下、鹿児島県

の中の市町村、市町村というよりもいろんな消防が

ございますけど、その中を見たときに、先ほどの同

僚議員にも午前中言われましたけれども、平均年齢

が43.5歳という話もございました。 

 そういう中で、特に私がすごく気になったのは、

退職されて、後に新しく入れて充足率50.5％という

話になるかと思うんですけれども、その中で、特に

ほかのところと比較したときに、若い25歳以下の人

たちが、本当にいちき串木野市というのはすごく少

ないんですね、人数的に。こここのところが、合併

以降にどういう状況だったのか。 

 今から、確かに市長も言われたみたいに、人口も

減ったり、いろんな問題も絡んではくるんですけれ

ども、それと同時に、いつ起こるかわからないよう

な地震とか、そういう環境変化というのも、今起こ

ってきている実態ですね。そういう中で、ここのと

ころが、どうしてもほかの都市に比べて25歳以下の

人数というのが、余りにもいちき串木野の場合は少

ないんじゃないかと思っておりますけれども。 

○消防長（原薗照明君） 消防職員の年齢構成につ

いてでございますけれども、午前中に中村敏彦議員

さんにお答えしましたとおり、現在、本市の消防職

員の年齢構成は、４月１日現在、50代が15名の約

31％、40代が20名の約42％、30代が７名の約15％、

20代が６名の約12％で、職員48名の平均年齢は、現

在43.6歳でございます。 

○２番（福田道代君） それは午前中の関係で伺っ

ているんですけれども、そういう中で、43.6歳です

か、という平均年齢になって、ここが大体、すごく

一番高い年齢層を持つのがいちき串木野ということ

になってるんですね。 

 そういう状況の中で、やはり、今、年齢を見たと

きに、余りにもほかの都市と比べて、25歳以下の少

なさというのが目立っているような状況がございま

すので、やはり、今後、消防力を強めていくという

上からも、一つは午前中の同僚議員の中にそういう

方向を、消防力の強化も考えていくというような市

長からの話もあったかと思いますけれども、本当に
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ここを今、強めていただいて、市民の安全を守って

いく。 

 確かに、それと同時に、年齢的に高くなっていく

というのは、私事なんですけれども、私の友達の御

主人が60歳で定年退職して、その１カ月後に亡くな

りました。本当に消防というのは大変なところだな

と、心労のあるところだと思いますし。それと、も

う一人は幼なじみですけれども、東京消防庁にいて、

53歳で心筋梗塞を起こして、命は取りとめましたけ

ど、障害になりました。そういうような、本当に負

担の大きい、ストレスのかかる職場だと思っており

ます。 

 だから、そういう人たちの問題としても、きちん

と職員の問題、若い人たちを採用して、そして、現

場に出て働く人たちをきちんと、体力的にも肉体的

にも保障してあげるということが必要じゃないかな

と思いますけど、市長、いかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） 消防の皆さん方はふだんか

ら消防防災を、あるいは防火思想とか、そういった

普及に対する啓発活動とか、そういうのももちろん

消防業務の中に、日常、取り組んでいるわけであり

ますが、今、言われましたとおり、一旦、有事あり

ますとね、危険を伴うときに危険を顧みず活動して

いただくのが消防であります。それだけに、消防力

の強化、今、年齢のこともお話しなさいましたが、

非常に大事だと思います。 

 とにもかくにも、今朝ほどから答弁しております

が、いろんな角度から検討して、消防力の強化とい

うことを検討してまいりたいというふうに考えてい

ます。 

○２番（福田道代君） 次に、進めてまいります。 

 ４番目の公約違反のＴＰＰということで、ＴＰＰ

は本市の農業に大打撃を与えていくような内容とな

っておりまして、食の安全とか、医療、保健など、

深刻な影響を及ぼすＴＰＰに、市長は撤回の態度を

やはり表明すべきではないかと思うんですけれども、

お伺いいたします。 

○市長（田畑誠一君） ＴＰＰについてであります。 

 国は、環太平洋パートナーシップ協定交渉の大筋

合意を受け、総合的なＴＰＰ関連政策大綱をまとめ

て、農林水産関係について補正予算を可決し、実施

をしております。 

 また、ＴＰＰの承認案と関連法案は、４月に衆議

院本会議で審議入りしましたが、熊本震災の影響な

どもあり、国会での承認成立が見送られた状況にあ

ります。 

 このような状況の中、本市は国に対して、地方に

おける重要産業である農林水産業が、将来にわたり

持続的発展が図られるように、農林水産関係者の意

見を踏まえ、経済安定対策の法制化など、関税の撤

廃や大幅な削減に備えた実効性のある経営安定対策

を講じるなど、特段の措置を講じるよう全国市長会

を通じて要請をしているところでありますが、これ

からも引き続き、要請してまいりたいと思います。 

○２番（福田道代君） 市長も市長会とかで要請を

一緒に続けているということでも言われましたが、

やはり農業委員会からも、去年の11月も建議書が出

されておりますし、それと同時に、いちき串木野の

農業を守っていくという意味でも、観点からでも、

なかなかこのＴＰＰの問題というのは本当に複雑で

ございまして、やはり安倍総理が国会承認を目指し

ていくということで、他国籍企業に日本を丸ごと売

り渡すようなものであって、今、ＴＰＰの問題は、

特に米とか麦とか牛とか豚肉、乳製品、砂糖などの

農産物の重要５項目を除外していくというような、

交渉の対象にしないように求めておりましたけれど

も、これが５項目の中に入っているというようなこ

とも言われております。 

 そして、いちき串木野では、特に私思うんですけ

れども、ふるさと納税とかそういうのが、今、たく

さんの支援を、納税をいただいてるんですけれども、

そこで６次産業をつくっていく、独自につくり出し

ていくということでも、農業はやはり切っても切れ

ないような状況で、今、いろんなところ、例えば、

市来農芸高校などとも連携しながら、やはりいい品

物というのか、いただいたお金に対して返還をする

というような、そういうことも必要じゃないかなと

思っております。 

 今回も農家の不安すごくありますし、米をつくっ

てる人たちにしても、本当にこのまま農業を続けら
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れないというような状況もあるわけで、ぜひともこ

の問題については、やはり断固反対という形で行っ

て、そういう意見を、市長もそうですし、議会も出

さなきゃいけないと思うんですけれども、出し続け

ていただきたいなて思っております。 

 そして、特にこの問題につきましては、安倍首相

が主催した国際経済金融分析会合というところで、

ノーベル経済学者、経済学賞を受賞したスティグリ

ッツ教授が、ＴＰＰが新しい差別をもたらし、より

強い成長や環境保護などのための規制手段を制限す

ると述べてＴＰＰを批判しておりますし、アメリカ

も、今、大統領選挙が行われておりますけど、その

中でも、この問題が論議をされているようです。 

 このことにつきまして、市長、農業を守っていく

と同時に、お米と同時に私が思うのは、田んぼを荒

廃地にしていかないというところで、今、田んぼと

いうのが荒廃地になったら、ダムの役割をしなくな

るんですよね。そういうことも含めて、農業を、き

ちんとお米をつくっていくとか、先ほど鳥獣被害の

問題も出ましたけれども、それもやはり里山が荒れ

ていくという状況から起こってまいりますし、その

件につきましてはいかがでしょうか。 

○市長（田畑誠一君） ＴＰＰに対する御懸念の向

き、るる本市の農業と対比してお述べになられまし

た。 

 お話の中で、田んぼが荒廃化したら、まずいけな

いというお話をなさいました。おっしゃいますとお

り、田んぼはダムの役割も果たしておるという話を

なさいましたが、やっぱり農業というのは、もうま

さに日本の文化だと思うんですね。日本の文化、日

本のきずな、それから青少年の健全育成という意味

からでも、農村特有の慣習というのが、文化という

形で人を育ててきたと思います。 

 昔は、今も変わりはないと思いますけど、特に、

農は国のもとなりと表現していたわけでありますが、

今回、ＴＰＰの大筋合意を受けまして、とにかく、

私ども地方において、これは日本全体にも言えるこ

とですけど、重要な産業ですから、農業は。水産業

もそうですけれども、１次産業、とりわけ農業とい

うのは大変重要な産業であります。 

 だから、ＴＰＰの大筋合意によって大きなダメー

ジを受けないように、将来にわたり、持続的な発展

が図られるように、ぜひ、国のほうでも頑張ってい

ただきたいというふうに考えております。 

 私ども全国市長会としましては、今年の１月、大

筋合意を受けまして、１月27日にもう早速、国のほ

うへ６項目要請をしております。 

 それから、つい８日ほど前でありますが、６月８

日に全国市長会がございました。その席上でも、国

は地方における重要産業である農林水産業が将来に

わたり、持続的発展が図られるよう、次の事項に特

段の措置を講ずるよう要望するということで、実は

11項目にわたり、国に対して要望をしたところであ

ります。 

 引き続き、議会の皆さんと御一緒に、日本の農業

を守るべき、とりわけ本市の地方の農業を守るべく

頑張ってまいりたいと思いますので、また、適切な

御示唆を賜りたいと思います。 

○２番（福田道代君） 市長も頑張っておられると

いうことで、私たちも、また今度の選挙も含めて頑

張っていきたいなと思っております。 

 ５番目に、公共施設の改善についてということで、

１番目のアクアホールの２階会議室にトイレがござ

いません。高齢者や障害者の利用に支障を来してい

る状況があって、階段に、羽島につけてるようなリ

フトの設置はできないかという問題。 

 二つ目に、これは中央公民館とか市来地域公民館

を市民の利便性向上を図るために、日曜日が、今、

休館になってるんですけれども、開館をしてはいた

だけないでしょうかという、そのようなお伺いをい

たします。 

○市長（田畑誠一君） アクアホールの多目的室の

利用についてでありますけど、現在は、障害者や高

齢者の方々の介護については、２階に上がらなきゃ

いかんですから、できるだけ隣接した市来地域公民

館の利用を案内してるところであります。今後も、

隣接した市来地域公民館等の利用を進めてまいりた

いと思います。 

 なお、アクアホールの多目的室のよりよい活用方

法はほかにないものか、その辺については、また研
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究をしてまいりたいと思います。 

 もう一点、市来公民館の休館日の話をなさいまし

たが、これは教育長のほうに答弁をいたさせます。 

○教育長（有村 孝君） 市民の利用の利便性を図

るために、地域公民館の日曜を開館はできないかと

いう御質問でございますが、市来公民館は、御承知

のとおり、条例で日曜日を休館といたしております。

アクアホールは月曜日です。しかし、教育委員会が

特に必要と認める場合は、休館日を変更することが

できると定められておりまして、ちなみに、昨年度

におきましては、休館日である日曜日に８日間開館

しております。 

 行政機関や川北まちづくり協議会、湊町ふれあい

協議会、串木野青年会議所など９団体が利用をいた

しております。これまでも、行政機関、団体等から

の要請に応じて、日曜日に開館していることから、

今後もこの条例に基づきまして、同様の対応をして

いただきまして、市民の利便性を図っていきたいと

考えているところでございます。 

○２番（福田道代君） 今、アクアホールの問題は、

ちょっとなかなか難色という捉え方だったんですけ

れども、２階にトイレがあったら一番いいんですけ

れども、２階にトイレの設置ということも、なかな

か今のスペースの中では難しいかなというような感

じもいたしますので、それと同時に、市来の地域公

民館とか中央公民館なんですけれども、普通のどこ

か組織とか、公民館、自治会とか何かそういうのじ

ゃなくて、一般の市民も、きちんとそれが、何か映

画会をしたいとか、そういうことでもって、具体的

なそちらに申請をしたら、日曜日でも借りれるよう

になっているわけですね。 

○教育長（有村 孝君） 公共団体とか団体であれ

ばと、ほかの団体であってもということですが、ち

なみに、昨年度も民謡の練習とか、そういう団体が

借りた事例はございますので、申し入れをしていた

だきますと、あそこは指定管理者制度に今お願いし

ておりますので、そちらから私どものほうに連絡が

参りまして、検討をいたしまして、どうしてもこれ

は必要だなと思えるときは申請を許可してると、利

用を許可しているという状況でございます。 

 それから、トイレの問題につきましては、確かに、

図書館とか会議室にはトイレが１階にあるわけです

よね。それから、ホールのほうは、アクアホールの

ほうは、御承知のとおり、控室の大勢の方々が使わ

れる反対側にトイレは、もちろん１階ですけれども

ありますので、今のところ、２階にトイレをという

のは、場所もそんなにないわけですけれども、皆さ

ん御承知のとおりですね。先ほど、市長が答弁いた

しましたように、２階で高齢者、あるいは障害のあ

る方たちが使う場合は、できるだけ、この条例にも

うたっておりますので、日曜日でも使えますので、

そちらのほうを御利用いただければなと思っている

ところでございます。 

 ちなみに、条例を改正して、それでいいと思うん

ですけれども、施設の問題、早急にはできないもの

でございますので、ここは研究はさせていただきま

すけれども、そのようなことで理解いただければあ

りがたいと思っております。 

○２番（福田道代君） わかりました。なるたけ１

階で、皆さんが使いやすいところですので、多くの

方に利用して、いろんなことで使っていただけるよ

うな施設にと望みます。 

○議長（中里純人君） 以上で本日の日程は終了し

ました。 

────────────── 

   △散  会 

○議長（中里純人君） 本日は、これで散会します。

御苦労さまでした。 

         散会 午後４時30分 

 


